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は　

じ　

め　

に

　

本
稿
の
目
的
は
、
清
朝
駐
英
公
使
館
で
二
八
年
間
勤
務
し
、
英
文
翻
訳
官
な
ら
び
に
参
賛
官
を
歴
任
し
た
マ
カ
ー
ト
ニ
ー
（H

alliday 

M
acartney

）
の
清
仏
戦
争
時
に
お
け
る
外
交
活
動
の
意
義
を
分
析
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
活
動
を
、
彼
が
当
時
仕
え
て
い
た
曾
紀
澤
（
清

朝
駐
英
・
露
公
使
）
が
行
っ
た
外
交
の
中
に
位
置
付
け
る
こ
と
で
あ
る
。

　

周
知
の
よ
う
に
、
清
仏
戦
争
は
ベ
ト
ナ
ム
を
め
ぐ
っ
て
一
八
八
四
年
か
ら
一
八
八
五
年
に
か
け
て
清
朝
と
フ
ラ
ン
ス
と
の
間
で
行
わ

れ
た
戦
争
で
あ
る
。
そ
れ
を
終
結
に
導
い
た
の
は
、
清
朝
の
洋
関
総
税
務
司
を
務
め
て
い
た
イ
ギ
リ
ス
人
の
ハ
ー
ト
（R

obert H
art

）
で

あ
っ
た
。
中
国
に
い
た
ハ
ー
ト
は
、
海
関
ロ
ン
ド
ン
局
長
を
務
め
て
い
た
キ
ャ
ン
ベ
ル
（Jam

es D
uncan C

am
pbell

）
を
代
理
人
と
し
て

パ
リ
に
赴
か
せ
、
一
八
八
五
年
一
月
か
ら
五
月
に
か
け
て
、
電
報
で
命
令
を
下
し
な
が
ら
、
フ
ラ
ン
ス
の
首
相
・
外
相
を
兼
任
し
た
フ
ェ

リ
（Jules Ferry

）、
フ
ェ
リ
内
閣
の
総
辞
職
後
に
着
任
し
た
フ
ラ
ン
ス
外
務
省
政
治
局
長
ビ
オ
ー
（A

lbert B
illot

）
な
ら
び
に
同
副
局
長

の
コ
ゴ
ル
ダ
ン
（G

eorges C
ogordan

）
と
の
交
渉
に
当
た
ら
せ
た
。
そ
の
努
力
は
、
や
が
て
一
八
八
五
年
六
月
九
日
に
、
北
洋
大
臣
・
直

二
九
七
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隷
総
督
李
鴻
章
と
フ
ラ
ン
ス
駐
清
公
使
パ
ト
ノ
ー
ト
ル
（Jules Patenôtre

）
と
の
間
で
締
結
さ
れ
た
天
津
条
約
に
お
い
て
実
を
結
ぶ
こ
と

と
な
っ
た
。

　

以
上
の
交
渉
過
程
は
既
に
多
く
の
研
究
に
よ
っ
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
（
１
）。
し
か
し
、
一
八
八
四
年
一
〇
月
か
ら
一
八
八
五
年
三
月

末
ま
で
の
間
、
清
朝
と
フ
ラ
ン
ス
と
の
間
で
、
ハ
ー
ト
、
キ
ャ
ン
ベ
ル
と
は
異
な
る
少
な
く
と
も
四
つ
の
ル
ー
ト
を
通
し
て
非
公
式
交

渉
が
試
み
ら
れ
た
が
、
こ
の
多
元
的
な
構
造
は
先
行
研
究
に
お
い
て
充
分
論
じ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
チ
ャ
ン
ネ
ル
の
間

で
は
相
互
作
用
が
見
ら
れ
た
が
、
各
チ
ャ
ン
ネ
ル
の
清
朝
側
の
交
渉
実
務
を
担
当
し
た
と
見
ら
れ
る
者
は
、
①
清
朝
駐
英
公
使
館
参
賛

官
の
マ
カ
ー
ト
ニ
ー
、
②
天
津
海
関
道
の
盛
宣
懐
、
③
欧
州
留
学
中
の
清
朝
学
生
の
洋
監
督
を
務
め
て
い
た
フ
ラ
ン
ス
人
の
ジ
ケ
ル

（Prosper G
iquel

）、
④
駐
フ
ラ
ン
ス
・
ド
イ
ツ
・
オ
ラ
ン
ダ
・
イ
タ
リ
ア
公
使
を
兼
任
し
て
い
た
許
景
澄
で
あ
る
（
２
）。
こ
う
し
た
多
元
的
な

構
図
を
一
瞥
す
る
と
、
興
味
深
い
こ
と
に
気
づ
く
。
そ
れ
は
、
上
記
の
五
つ
の
チ
ャ
ン
ネ
ル
の
う
ち
、
三
つ
が
清
朝
に
雇
わ
れ
た
西
洋

人
に
よ
っ
て
担
わ
れ
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
状
況
を
考
え
る
と
、
清
朝
に
雇
わ
れ
た
西
洋
人
は
清
仏
戦
争
期
の
外
交
な
い
し
清
朝
の
外
政
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
い
か
な

る
位
置
を
占
め
て
い
た
の
か
、
そ
の
役
割
は
実
際
に
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
と
い
う
疑
問
が
自
ず
か
ら
出
て
く
る
だ
ろ
う
。

上
述
の
如
く
、
最
終
的
な
和
解
を
導
い
た
ハ
ー
ト
と
キ
ャ
ン
ベ
ル
に
よ
る
交
渉
は
、
既
に
多
く
の
研
究
者
の
注
目
を
浴
び
て
き
た
が
、

マ
カ
ー
ト
ニ
ー
や
ジ
ケ
ル
な
ど
、
清
朝
の
在
外
公
館
や
清
朝
が
海
外
で
展
開
し
た
事
業
の
た
め
に
雇
わ
れ
た
西
洋
人
の
外
交
上
の
貢
献
、

な
い
し
は
清
朝
の
外
政
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
彼
ら
の
役
割
・
位
置
付
け
等
に
つ
い
て
は
、
い
ま
だ
に
未
解
明
の
部
分
を
多
く
残
し
て
い

る
。

二
九
八
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と
は
い
え
、
こ
れ
ま
で
も
彼
ら
の
清
仏
戦
争
期
の
外
交
へ
の
関
与
が
完
全
に
無
視
さ
れ
て
き
た
わ
け
で
は
な
い
。
本
稿
が
対
象
と
す

る
マ
カ
ー
ト
ニ
ー
に
関
し
て
い
え
ば
、
そ
の
長
年
の
友
で
あ
っ
た
ボ
ル
ジ
ャ
ー
（D

em
etrius B

oulger

）
が
彼
の
手
元
に
遺
さ
れ
た
マ
カ
ー

ト
ニ
ー
関
連
の
一
次
資
料
を
駆
使
し
て
、
マ
カ
ー
ト
ニ
ー
没
後
に
伝
記
を
綴
っ
て
い
る
（
３
）。
そ
の
中
に
は
、
フ
ラ
ン
ス
側
の
非
公
式
接
触

者
と
の
往
復
書
翰
に
加
え
、
彼
が
起
草
し
た
条
約
案
も
一
部
収
録
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
史
料
的
価
値
は
実
に
高
い
。
一
方
、
清
仏
戦
争

期
の
曾
紀
澤
の
活
動
に
着
目
し
た
李
恩
涵
の
研
究
で
は
、
マ
カ
ー
ト
ニ
ー
の
名
前
は
登
場
す
る
が
、
記
述
の
中
心
は
む
ろ
ん
彼
が
仕
え

た
曾
に
置
か
れ
、
マ
カ
ー
ト
ニ
ー
が
曾
の
外
交
に
関
わ
っ
た
意
義
に
つ
い
て
の
分
析
が
見
ら
れ
な
い
（
４
）。
ま
た
、
上
述
し
た
ハ
ー
ト
と
キ
ャ

ン
ベ
ル
に
よ
る
交
渉
を
分
析
の
中
心
に
据
え
た
研
究
で
も
、
マ
カ
ー
ト
ニ
ー
が
担
当
し
た
非
公
式
交
渉
に
つ
い
て
の
言
及
は
あ
ま
り
多

く
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
マ
カ
ー
ト
ニ
ー
の
存
在
は
い
ず
れ
の
研
究
に
お
い
て
も
認
め
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
清
仏
戦
争
期
の
外
交
に

彼
が
関
与
し
た
意
義
や
清
朝
公
使
ら
が
行
っ
た
外
交
交
渉
と
の
関
連
性
に
つ
い
て
は
殆
ど
捨
象
さ
れ
て
き
た
と
言
っ
て
よ
い
。

　

以
上
の
研
究
状
況
を
ふ
ま
え
、
本
稿
で
は
以
下
の
二
点
を
考
察
対
象
と
し
て
設
定
す
る
。
第
一
に
、
曾
紀
澤
と
マ
カ
ー
ト
ニ
ー
が
関

わ
っ
た
外
交
交
渉
に
お
い
て
、
両
者
の
間
で
ど
の
よ
う
な
役
割
分
担
が
な
さ
れ
て
い
た
の
か
と
い
う
点
。
第
二
に
、
西
洋
人
で
あ
り
な

が
ら
、
清
朝
駐
英
公
使
館
の
参
賛
官
を
務
め
て
い
た
こ
と
、
つ
ま
り
欧
州
社
会
に
属
し
な
が
ら
清
朝
の
機
構
下
に
属
し
て
い
た
マ
カ
ー

ト
ニ
ー
の
「
二
重
性
」
は
、
彼
が
関
わ
っ
た
外
交
交
渉
に
ど
れ
ほ
ど
作
用
し
た
の
か
と
い
う
点
。
具
体
的
に
は
、
①
彼
の
欧
州
社
会
に

お
け
る
人
脈
や
社
会
的
地
位
、
お
よ
び
、
②
彼
が
欧
州
・
清
朝
双
方
の
事
情
と
諸
言
語
に
精
通
し
て
い
た
こ
と
が
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う

に
有
効
に
働
い
た
の
か
を
考
察
す
る
。

　

こ
の
作
業
を
、
マ
カ
ー
ト
ニ
ー
の
よ
う
な
在
外
公
館
の
西
洋
人
館
員
が
、
清
朝
在
外
公
使
の
外
交
、
あ
る
い
は
清
末
中
国
の
外
政
シ

二
九
九
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ス
テ
ム
に
お
い
て
い
か
な
る
位
置
を
占
め
、
ま
た
彼
の
活
動
が
ど
の
よ
う
な
意
義
を
も
っ
た
か
を
解
明
す
る
た
め
の
一
助
と
し
た
い
。

　
　
　
　
　

第
一
章　

華
中
の
幕
友
か
ら
ロ
ン
ド
ン
の
参
賛
官
へ

　

清
仏
戦
争
時
に
お
け
る
マ
カ
ー
ト
ニ
ー
の
外
交
活
動
の
検
討
に
入
る
前
に
、
ま
ず
、
彼
が
清
朝
の
外
交
に
関
わ
る
よ
う
に
な
っ
た
背

景
に
つ
い
て
説
明
し
て
お
き
た
い
。

　

一
八
五
八
年
に
エ
デ
ィ
ン
バ
ラ
大
学
で
医
学
博
士
を
取
得
し
て
卒
業
し
た
彼
は
、
イ
ン
ド
で
の
任
務
を
経
て
一
八
六
〇
年
に
イ
ギ
リ

ス
軍
の
軍
医
と
し
て
中
国
に
派
遣
さ
れ
た
。
一
八
六
二
年
に
辞
職
し
、
同
年
よ
り
常
勝
軍
の
一
員
と
な
っ
て
太
平
天
国
の
鎮
圧
に
関
わ
っ

た
。
そ
の
後
、
李
鴻
章
の
幕
友
と
な
り
（
５
）、
松
江
砲
局
、
蘇
州
砲
局
と
金
陵
機
器
局
の
監
督
を
そ
れ
ぞ
れ
務
め
た
。
な
お
、
こ
の
金
陵
機

器
局
で
の
任
務
を
き
っ
か
け
に
彼
は
曾
紀
澤
と
出
会
っ
て
い
る
。
二
人
は
ほ
ぼ
毎
日
会
っ
て
、
い
ろ
い
ろ
と
議
論
を
交
わ
し
た
ほ
か
、

曾
の
母
が
病
に
罹
っ
た
際
に
は
、
マ
カ
ー
ト
ニ
ー
が
治
療
に
当
た
っ
た
（
６
）。

　

し
か
し
、
一
八
七
五
年
一
月
、
マ
カ
ー
ト
ニ
ー
の
監
督
と
し
て
の
キ
ャ
リ
ア
に
は
終
止
符
が
打
た
れ
た
。
金
陵
機
器
局
で
製
造
し
た

平
射
砲
を
大
沽
の
北
方
と
南
方
の
砲
台
に
据
え
付
け
た
際
、
い
ず
れ
も
同
時
に
爆
発
し
、
多
数
の
死
傷
者
を
出
し
た
の
で
あ
る
（
７
）。

　

そ
の
結
果
、
マ
カ
ー
ト
ニ
ー
は
職
を
辞
す
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
翌
年
の
一
八
七
六
年
に
は
、
彼
の
キ
ャ
リ
ア
は
新
た
な
転
換
期
を

迎
え
る
。
李
鴻
章
の
推
薦
に
よ
り
初
代
駐
英
公
使
郭
嵩
燾
と
と
も
に
渡
英
し
、
清
朝
初
の
駐
英
公
使
館
の
二
等
英
文
翻
訳
官
に
任
命
さ

れ
た
。
郭
の
後
任
曾
紀
澤
が
着
任
し
た
後
、
マ
カ
ー
ト
ニ
ー
は
二
等
参
賛
官
に
昇
進
し
、
一
九
〇
五
年
に
引
退
す
る
ま
で
、
そ
の
任
に

あ
り
続
け
た
。

三
〇
〇
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第
二
章　

清
仏
戦
争
勃
発
前
に
お
け
る
曾
紀
澤
と
マ
カ
ー
ト
ニ
ー
の
外
交
活
動

　

一
八
七
四
年
に
締
結
さ
れ
た
第
二
次
サ
イ
ゴ
ン
条
約
に
よ
り
、
フ
ラ
ン
ス
に
よ
る
ベ
ト
ナ
ム
の
保
護
領
化
が
本
格
的
に
始
動
し
た
。

こ
れ
は
長
い
間
存
続
し
て
い
た
ベ
ト
ナ
ム
と
清
朝
の
宗
属
関
係
を
覆
す
も
の
で
あ
っ
た
。
翌
年
の
五
月
二
七
日
に
フ
ラ
ン
ス
は
当
該
条

約
の
内
容
を
総
理
衙
門
に
通
告
し
、
六
月
一
五
日
に
総
理
衙
門
は
ベ
ト
ナ
ム
が
「
本
よ
り
中
國
の
屬
國
に
係
る
」
と
主
張
し
た
回
答
を

フ
ラ
ン
ス
側
に
寄
せ
た
も
の
の
（
８
）、
事
態
の
進
展
は
し
ば
ら
く
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
一
八
八
〇
年
に
入
る
と
、
北
ベ
ト
ナ
ム
の

ト
ン
キ
ン
地
方
で
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
た
フ
ラ
ン
ス
軍
の
軍
事
活
動
は
清
朝
の
注
目
す
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
当
時
駐
仏
公
使
を
兼
任
し

て
い
た
曾
紀
澤
は
こ
れ
を
機
に
当
該
問
題
に
関
わ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
曾
の
関
与
は
、
一
八
八
〇
年
、
ペ
テ
ル
ブ
ル
ク
で
イ
リ
条
約
を

め
ぐ
る
交
渉
に
当
っ
て
い
た
最
中
に
、
フ
ラ
ン
ス
の
駐
露
公
使
シ
ャ
ン
ジ
（A

ntoine C
hanzy

）
に
対
し
て
ト
ン
キ
ン
に
お
け
る
フ
ラ
ン

ス
の
動
向
に
つ
い
て
問
い
合
わ
せ
た
こ
と
に
始
ま
る
が
（
９
）、
彼
は
そ
の
後
も
度
々
フ
ラ
ン
ス
の
行
動
に
対
し
て
抗
議
し
た
。

　

し
か
し
、
曾
は
か
か
る
抗
議
活
動
を
通
し
て
清
朝
と
ベ
ト
ナ
ム
の
宗
属
関
係
の
維
持
を
再
三
訴
え
た
た
め
、
フ
ラ
ン
ス
側
か
ら
不
興

を
買
う
こ
と
と
な
り
、
や
が
て
一
八
八
四
年
四
月
二
八
日
に
駐
仏
公
使
の
任
を
解
か
れ
る
結
果
と
な
っ
た
。
こ
の
罷
免
は
、
李
鴻
章
と

フ
ラ
ン
ス
海
軍
中
佐
フ
ル
ニ
エ
と
の
間
で
同
年
五
月
に
天
津
で
開
始
さ
れ
、
の
ち
李
・
フ
ル
ニ
エ
協
定
に
結
実
す
る
交
渉
を
可
能
と
す

る
た
め
の
、
フ
ラ
ン
ス
側
か
ら
の
交
渉
条
件
の
一
つ
で
あ
っ
た
）
10
（

。

　

マ
カ
ー
ト
ニ
ー
自
身
も
、
本
案
件
に
比
較
的
早
い
段
階
か
ら
関
与
し
た
。
曾
は
駐
仏
公
使
を
罷
免
さ
れ
る
ま
で
、
一
八
八
三
年
を
通

じ
て
ベ
ト
ナ
ム
問
題
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
の
周
旋
を
促
そ
う
と
し
た
が
、
そ
の
間
、
イ
ギ
リ
ス
側
と
の
や
り
と
り
を
担
当
し
た
の
は
主

三
〇
一
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と
し
て
マ
カ
ー
ト
ニ
ー
で
あ
っ
た
。
マ
カ
ー
ト
ニ
ー
を
通
じ
て
、
イ
ギ
リ
ス
駐
仏
大
使
館
の
書
記
官
を
務
め
た
プ
ラ
ン
ケ
ッ
ト
（Francis 

Plunkett
）
と
イ
ギ
リ
ス
の
グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ル
外
相
（G

ranville Leveson-G
ow

er, 2nd Earl of G
ranville

）
を
中
心
に
、
周
旋
の
可
能
性
に
つ
い

て
働
き
か
け
た
ほ
か
）
11
（

、
交
渉
の
進
捗
状
況
や
本
案
件
に
対
す
る
イ
ギ
リ
ス
側
の
見
解
を
探
ろ
う
と
し
た
）
12
（

。
し
か
し
、
マ
カ
ー
ト
ニ
ー
の

関
与
が
も
っ
と
も
重
要
性
を
増
し
た
の
は
一
八
八
四
年
一
〇
月
以
降
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　

第
三
章　

非
公
式
交
渉
の
発
端

　

一
八
八
四
年
五
月
一
一
日
に
締
結
さ
れ
た
李
・
フ
ル
ニ
エ
協
定
が
有
し
た
意
義
は
実
に
大
き
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
こ
の
時
点
ま

で
に
試
み
ら
れ
な
が
ら
失
敗
に
終
わ
っ
た
い
く
つ
か
の
交
渉
と
は
違
っ
て
、
清
朝
は
ト
ン
キ
ン
の
保
護
を
放
棄
す
る
と
い
う
理
解
に
双

方
が
至
っ
た
か
ら
で
あ
る
）
13
（

。
し
か
し
、
岡
本
隆
司
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
そ
の
条
文
の
内
容
は
頗
る
曖
昧
な
も
の
で
あ
り
、
ま
た
い
く

つ
か
の
翻
訳
上
の
問
題
を
孕
ん
で
い
た
た
め
、
実
施
に
あ
た
っ
て
紛
糾
が
生
じ
る
こ
と
と
な
っ
た
）
14
（

。
そ
の
典
型
例
が
、
清
朝
の
「
威
望

體
面
」
に
関
す
る
第
四
条
を
め
ぐ
る
齟
齬
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
か
か
る
条
文
の
内
容
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

法
國
は
現
ま
越
南
と
議
改
せ
る
條
約
の
內
に
、
決
し
て
中
國
の
威
望
體
面
を
傷
礙
す
る
の
字
樣
を
插
入
せ
ず
、
並
び
に
以
前
に
越

南
と
立
て
し
所
の
各
條
約
に
て
東
京
に
關
涉
せ
る
者
を
將
て
、
盡
く
銷
廢
を
行
ふ
を
約
明
す
）
15
（

。

李
・
フ
ル
ニ
エ
協
定
の
第
二
条
で
は
、
清
朝
側
は
フ
ラ
ン
ス
と
ベ
ト
ナ
ム
と
の
間
で
締
結
さ
れ
る
条
約
を
尊
重
す
る
と
約
束
し
た
が
、

こ
こ
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
第
四
条
で
フ
ラ
ン
ス
側
は
そ
こ
に
は
清
朝
の
「
威
望
體
面
」
を
傷
つ
け
る
よ
う
な
言
辞
を
挿
入
し
な
い
と

約
束
し
た
。
こ
こ
で
問
題
と
な
っ
た
の
は
、
清
朝
が
そ
の
「
威
望
體
面
」
を
め
ぐ
る
条
項
を
ベ
ト
ナ
ム
を
「
属
邦
」
と
し
て
引
き
続
き

三
〇
二
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バ
レ
ッ
ト

主
張
し
て
も
よ
い
と
考
え
る
根
拠
と
見
な
し
た
点
で
あ
る
）
16
（

。
同
年
の
六
月
六
日
に
フ
ラ
ン
ス
が
ベ
ト
ナ
ム
と
第
二
次
フ
エ
条
約
を
結
ん

だ
際
に
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
フ
エ
駐
在
大
臣
は
ベ
ト
ナ
ム
国
王
が
清
朝
か
ら
受
け
て
い
た
冊
書
と
宝
璽
を
清
に
送
還
さ
せ
た
。
こ
れ
は
清

朝
側
か
ら
す
れ
ば
、
そ
の
「
威
望
體
面
」
を
傷
つ
け
る
と
同
時
に
、
協
定
第
四
条
に
違
反
す
る
行
為
で
も
あ
っ
た
）
17
（

。
後
述
す
る
よ
う
に
、

こ
の
「
體
面
」
問
題
を
め
ぐ
る
齟
齬
の
解
決
は
、
マ
カ
ー
ト
ニ
ー
が
試
み
た
和
解
策
に
お
い
て
も
大
き
な
焦
点
と
な
っ
た
。

　

し
か
し
、
条
文
を
め
ぐ
る
齟
齬
は
そ
れ
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
か
っ
た
。
六
月
二
三
日
に
は
、
撤
兵
に
関
す
る
取
り
決
め
を
め
ぐ
る
解

釈
の
ず
れ
に
よ
り
、
北
黎
で
武
力
衝
突
が
勃
発
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
清
仏
両
国
は
つ
い
に
全
面
的
な
戦
争
状
態
に
入
る
こ
と
に
な
っ
た
。

八
月
五
日
に
は
、
フ
ラ
ン
ス
海
軍
は
台
湾
の
基
隆
を
攻
撃
し
、
ま
た
二
三
日
に
は
馬
江
の
役
で
清
朝
の
福
建
艦
隊
を
壊
滅
さ
せ
た
。
さ

ら
に
、
一
〇
月
一
日
に
フ
ラ
ン
ス
は
再
び
基
隆
を
攻
撃
し
、
両
国
間
の
緊
張
関
係
が
さ
ら
に
高
ま
っ
た
。

　

こ
う
し
た
緊
迫
し
た
状
況
の
中
で
、
同
年
一
〇
月
に
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
非
公
式
接
触
者
と
マ
カ
ー
ト
ニ
ー
と
の
間
に
新
た
な
交
渉
ル
ー

ト
が
切
り
開
か
れ
た
。
そ
の
非
公
式
接
触
者
と
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
ル
・
ゴ
ロ
ワ
紙
（Le G

aulois

）
の
主
筆
を
務
め
た
メ
イ
ヤ
ー
（A

rthur 

M
eyer

）
で
あ
っ
た
）
18
（

。
一
〇
月
一
四
日
に
マ
カ
ー
ト
ニ
ー
は
メ
イ
ヤ
ー
か
ら
の
書
翰
を
受
領
し
、
そ
の
中
で
メ
イ
ヤ
ー
は
自
ら
が
フ
ラ
ン

ス
政
界
の
高
級
官
僚
数
名
と
昵
懇
で
あ
り
、
彼
ら
に
ど
ん
な
伝
言
で
も
伝
え
ら
れ
る
と
説
明
し
た
上
で
、
清
仏
和
解
に
向
け
て
一
緒
に

協
力
す
る
の
は
ど
う
か
と
打
診
し
た
）
19
（

。

　

面
識
が
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
）
20
（

、
メ
イ
ヤ
ー
が
曾
紀
澤
で
は
な
く
マ
カ
ー
ト
ニ
ー
を
最
初
に
接
触
を
試
み
る
べ
き
相
手
に
選
ん

だ
理
由
は
こ
れ
ま
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
マ
カ
ー
ト
ニ
ー
の
役
割
を
考
え
る
上
で
重
要
な
論
点
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
こ

こ
で
メ
イ
ヤ
ー
の
判
断
に
一
定
の
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
考
え
ら
れ
る
い
く
つ
か
の
要
因
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
第
一
に
、
マ
カ
ー
ト

三
〇
三
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ニ
ー
は
欧
州
の
政
界
人
や
貴
族
が
集
ま
る
催
し
に
頻
繁
に
出
席
し
、
時
に
は
清
朝
の
代
表
と
し
て
参
加
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
）
21
（

。
つ
ま
り
、

彼
は
欧
州
の
エ
リ
ー
ト
層
と
交
流
す
る
機
会
を
頻
繁
に
持
っ
て
お
り
、
こ
の
時
点
ま
で
に
あ
る
程
度
の
人
脈
を
築
い
て
い
た
と
考
え
ら

れ
る
。
第
二
に
、
マ
カ
ー
ト
ニ
ー
は
そ
の
二
八
年
に
わ
た
る
任
期
中
、
清
朝
の
駐
英
・
仏
公
使
館
の
報
道
官
に
近
い
役
割
を
も
果
た
し

て
い
た
。
清
朝
と
外
国
と
の
間
に
問
題
が
起
き
た
場
合
、
も
し
く
は
公
使
に
対
し
て
批
判
的
な
記
事
が
新
聞
に
掲
載
さ
れ
た
場
合
、
マ

カ
ー
ト
ニ
ー
は
そ
の
対
応
に
当
た
る
こ
と
が
多
か
っ
た
）
22
（

。
そ
の
た
め
、
欧
州
の
報
道
関
係
者
の
間
で
は
あ
る
程
度
知
ら
れ
て
い
た
人
物

で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
第
三
に
、
一
八
八
四
年
八
月
一
二
日
に
マ
カ
ー
ト
ニ
ー
は
フ
ラ
ン
ス
人
と
再
婚
し
て
い
る
が
）
23
（

、
こ
の
ニ
ュ
ー

ス
は
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
の
殆
ど
の
大
手
新
聞
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
。
こ
の
時
、
一
部
の
新
聞
は
マ
カ
ー
ト
ニ
ー
の
経
歴
も
紹
介
し
て
い

た
）
24
（

。
こ
う
し
た
報
道
や
英
仏
両
国
の
エ
リ
ー
ト
層
と
の
度
重
な
る
交
流
は
、
フ
ラ
ン
ス
国
内
に
お
け
る
マ
カ
ー
ト
ニ
ー
の
知
名
度
を
高

め
る
の
に
一
定
の
効
果
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
以
上
の
三
点
と
、
マ
カ
ー
ト
ニ
ー
が
フ
ラ
ン
ス
語
に
熟
達
し
て
い
た
こ
と
）
25
（

を
考
え

合
わ
せ
る
と
、
メ
イ
ヤ
ー
に
と
っ
て
マ
カ
ー
ト
ニ
ー
が
な
ぜ
接
近
し
や
す
い
人
物
で
あ
っ
た
か
、
あ
る
い
は
最
初
に
接
触
を
試
み
る
べ

き
相
手
と
し
て
選
ば
れ
た
か
は
腑
に
落
ち
る
で
あ
ろ
う
。

　

さ
て
、
メ
イ
ヤ
ー
か
ら
の
書
翰
を
受
領
し
た
マ
カ
ー
ト
ニ
ー
は
、
翌
一
五
日
に
曾
の
許
可
を
得
た
上
で
早
速
返
事
を
出
し
て
い
る
。

そ
の
中
で
彼
は
、
曾
自
身
は
あ
く
ま
で
「
傍
観
者
」
の
立
場
を
取
っ
た
上
で
、
メ
イ
ヤ
ー
と
の
応
酬
は
マ
カ
ー
ト
ニ
ー
に
任
せ
た
い
と

い
う
曾
の
希
望
を
伝
え
た
ほ
か
、
メ
イ
ヤ
ー
の
仲
介
を
受
け
入
れ
る
条
件
と
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
政
府
は
北
黎
事
件
の
賠
償
金
の
支
払
い

要
求
を
放
棄
し
）
26
（

、
ま
た
平
和
的
か
つ
永
続
性
の
あ
る
解
決
策
を
フ
ラ
ン
ス
側
は
誠
実
に
望
ん
で
い
る
と
い
う
言
質
を
与
え
て
ほ
し
い
と

い
う
意
向
も
説
明
し
た
。
さ
ら
に
、
そ
の
要
望
が
満
た
さ
れ
れ
ば
、
曾
は
本
国
政
府
に
対
し
て
請
訓
す
る
の
を
厭
わ
な
い
と
も
付
言
し

三
〇
四
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た
）
27
（

。
な
お
、
曾
が
マ
カ
ー
ト
ニ
ー
に
メ
イ
ヤ
ー
と
の
接
触
を
許
し
た
の
は
、
西
洋
の
新
聞
の
主
筆
を
務
め
る
人
物
の
中
に
は
、
社
会
的

地
位
の
高
い
政
治
家
や
外
交
官
を
経
験
し
た
人
が
多
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
彼
の
書
翰
を
簡
単
に
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
た

か
ら
で
あ
る
）
28
（

。

　

そ
の
後
、
メ
イ
ヤ
ー
は
フ
ラ
ン
ス
外
務
省
の
官
僚
と
密
接
な
関
係
に
あ
っ
た
知
人
ら
に
マ
カ
ー
ト
ニ
ー
の
返
事
を
見
せ
た
が
、
曾
が

賠
償
金
の
放
棄
を
条
件
と
し
て
提
示
す
る
限
り
、
外
務
省
の
関
係
者
に
は
見
せ
ら
れ
な
い
と
い
う
反
応
で
あ
っ
た
。
メ
イ
ヤ
ー
は
二
〇

日
付
け
の
書
翰
に
お
い
て
マ
カ
ー
ト
ニ
ー
に
こ
れ
を
説
明
し
、
ま
た
フ
ラ
ン
ス
側
が
賠
償
金
の
支
払
い
要
求
を
放
棄
す
る
か
ど
う
か
は
、

マ
カ
ー
ト
ニ
ー
が
代
わ
り
に
提
示
す
る
提
案
の
内
容
次
第
で
あ
る
た
め
、
曾
が
望
ん
で
い
る
賠
償
金
の
放
棄
要
求
が
実
現
す
る
か
ど
う

か
は
、
マ
カ
ー
ト
ニ
ー
次
第
で
あ
る
と
も
付
言
し
た
）
29
（

。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
マ
カ
ー
ト
ニ
ー
は
二
七
日
付
け
の
書
翰
に
お
い
て
、
清
朝
は
賠
償
金
の
支
払
い
を
絶
対
に
認
め
な
い
の
で
、
二
人

で
別
の
解
決
策
を
探
る
ほ
か
な
い
と
説
明
し
、「
貿
易
特
権
を
付
与
す
る
こ
と
で
、
フ
ラ
ン
ス
側
は
満
足
す
る
と
取
り
沙
汰
さ
れ
て
い
る

が
、
果
た
し
て
そ
の
通
り
か
ど
う
か
、
是
非
知
ら
せ
て
ほ
し
い
」
と
メ
イ
ヤ
ー
に
打
診
し
た
）
30
（

。

　

メ
イ
ヤ
ー
は
二
九
日
付
け
の
書
翰
に
お
い
て
、
イ
ギ
リ
ス
と
ド
イ
ツ
が
満
足
し
て
反
対
し
な
い
よ
う
な
特
権
を
フ
ラ
ン
ス
に
与
え
る

こ
と
は
お
そ
ら
く
困
難
で
あ
り
、
ま
た
総
理
衙
門
か
ら
何
ら
か
の
特
権
を
引
き
出
せ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
せ
い
ぜ
い
ト
ン
キ
ン
の
み

に
関
わ
る
局
地
的
な
特
権
に
な
っ
て
し
ま
う
可
能
性
が
高
い
と
そ
の
提
案
に
反
対
の
意
を
示
し
、
代
わ
り
に
四
つ
の
条
件
か
ら
成
っ
た

解
決
策
を
提
示
し
た
。
そ
れ
は
、
第
一
に
、
李
・
フ
ル
ニ
エ
協
定
を
履
行
す
る
こ
と
。
第
二
に
、
中
国
兵
の
ト
ン
キ
ン
か
ら
の
撤
退
と

フ
ラ
ン
ス
軍
艦
の
中
国
領
海
か
ら
の
撤
退
を
同
時
に
実
行
す
る
こ
と
。
第
三
に
、
フ
ラ
ン
ス
は
北
黎
事
件
の
賠
償
金
の
要
求
を
放
棄
す

三
〇
五
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る
こ
と
。
そ
し
て
、
第
四
に
、
李
・
フ
ル
ニ
エ
協
定
が
実
行
さ
れ
る
こ
と
の
担
保
と
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
は
台
湾
を
占
領
す
る
こ
と
で
あ
っ

た
）
31
（

。

　

マ
カ
ー
ト
ニ
ー
は
一
一
月
一
日
に
メ
イ
ヤ
ー
に
返
答
を
寄
せ
た
が
、
そ
の
中
で
清
朝
側
の
主
張
を
認
め
た
賠
償
金
の
放
棄
に
関
す
る

提
案
を
除
き
、
そ
の
他
の
提
案
が
清
朝
政
府
に
承
認
さ
れ
る
可
能
性
に
つ
い
て
懐
疑
的
な
態
度
を
示
し
、
ま
た
本
件
に
つ
い
て
曾
の
意

見
を
求
め
た
が
、
彼
は
本
国
政
府
に
確
認
す
る
ま
で
は
意
思
表
示
を
控
え
よ
う
と
し
て
い
る
と
説
明
し
た
。
た
だ
、
確
認
を
取
る
前
に
、

フ
ラ
ン
ス
政
府
は
本
当
に
メ
イ
ヤ
ー
が
提
案
し
た
条
件
を
受
け
入
れ
て
く
れ
る
の
か
ど
う
か
、
そ
の
根
拠
が
ほ
し
い
と
い
う
こ
と
も
合

わ
せ
て
述
べ
た
）
32
（

。

　

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
マ
カ
ー
ト
ニ
ー
か
ら
メ
イ
ヤ
ー
の
解
決
策
に
つ
い
て
の
報
告
を
受
け
た
曾
は
、
同
日
総
理
衙
門
に
そ
の
提

案
の
要
約
を
打
電
し
た
）
33
（

。
曾
が
根
拠
を
求
め
て
い
る
こ
と
を
伝
え
た
マ
カ
ー
ト
ニ
ー
の
一
一
月
一
日
付
け
の
書
翰
に
対
し
、
メ
イ
ヤ
ー

は
六
日
に
返
答
を
寄
せ
た
が
、
そ
の
中
で
「
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
フ
ラ
ン
ス
政
府
に
提
案
す
れ
ば
、
間
違
い
な
く
歓
迎
さ
れ
る
と
信
ず

る
理
由
は
充
分
に
あ
る
」
と
説
明
し
た
）
34
（

。

　
「
間
違
い
な
く
歓
迎
さ
れ
る
と
信
ず
る
理
由
は
充
分
に
あ
る
」
と
い
う
説
明
を
受
け
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
曾
が
依
然
と
し
て
よ
り
具

体
的
な
根
拠
を
望
ん
で
い
た
こ
と
は
、
彼
が
そ
の
二
日
後
の
八
日
に
総
理
衙
門
宛
に
打
電
し
た
電
報
の
内
容
か
ら
窺
え
る
。
曾
は
メ
イ

ヤ
ー
か
ら
受
領
し
た
提
案
の
各
項
を
伝
え
た
上
で
、
フ
ラ
ン
ス
の
官
僚
が
こ
れ
を
声
明
し
、
あ
る
い
は
こ
れ
を
明
記
し
た
文
章
を
提
示

し
て
く
れ
れ
ば
総
理
衙
門
に
は
じ
め
て
打
電
し
て
も
よ
い
が
、
台
湾
占
領
と
い
う
第
四
項
を
始
め
と
し
て
、
清
朝
側
か
ら
す
れ
ば
こ
れ

ら
の
条
件
を
全
て
受
け
入
れ
る
の
は
困
難
で
あ
ろ
う
と
返
答
し
た
旨
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
メ
イ
ヤ
ー
に

三
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バ
レ
ッ
ト

よ
る
提
案
は
こ
の
段
階
で
既
に
総
理
衙
門
に
通
達
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
）
35
（

。

　

具
体
的
な
根
拠
が
提
示
さ
れ
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
軍
機
処
は
メ
イ
ヤ
ー
が
提
示
し
た
条
件
に
対
し
て
、
一
一
月
上
旬
に
新

た
な
対
案
を
曾
お
よ
び
李
鴻
章
に
送
っ
た
）
36
（

。
そ
の
要
点
は
、
第
一
に
、
李
・
フ
ル
ニ
エ
協
定
の
破
棄
、
第
二
に
、
ト
ン
キ
ン
に
清
朝
の

勢
力
圏
を
設
定
し
、
こ
れ
を
「
保
護
」
地
域
と
す
る
、
第
三
に
、
フ
ラ
ン
ス
は
ベ
ト
ナ
ム
に
対
し
て
「
保
護
」
と
い
う
名
を
用
い
る
こ

と
は
で
き
ず
、
ま
た
そ
の
「
政
令
」
に
干
渉
で
き
な
い
、
そ
し
て
、
第
四
に
、
漢
語
版
の
条
約
を
正
文
と
す
る
、
と
い
う
四
点
で
あ
っ

た
）
37
（

。
岡
本
隆
司
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
こ
の
対
案
は
、
勢
力
範
囲
の
広
さ
を
除
き
、
一
八
八
二
年
一
一
月
の
李
・
ブ
ー
レ
覚
書
以
上
に

清
朝
に
有
利
な
内
容
で
あ
っ
た
）
38
（

。
曾
は
そ
の
内
容
が
「
実
行
不
可
能
」
で
あ
り
「
相
矛
盾
し
て
い
る
」
と
の
不
平
を
並
べ
た
も
の
の
）
39
（

、

軍
機
処
に
こ
の
対
案
で
イ
ギ
リ
ス
側
に
調
停
を
打
診
す
る
よ
う
に
命
じ
ら
れ
る
と
、
政
見
を
封
印
し
て
責
め
を
塞
ぐ
こ
と
に
し
た
）
40
（

。
そ

の
た
め
、
マ
カ
ー
ト
ニ
ー
が
担
当
し
た
メ
イ
ヤ
ー
と
の
間
の
連
絡
は
し
ば
ら
く
中
断
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
　
　
　
　

第
四
章　

イ
ギ
リ
ス
に
よ
る
調
停
に
向
け
た
条
約
案
の
起
草
と
そ
の
挫
折

　

軍
機
処
の
対
案
に
不
満
を
示
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
曾
紀
澤
は
一
一
月
一
五
日
に
グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ル
外
相
に
対
し
て
、
本
国
か
ら
新

た
な
対
案
を
受
理
し
た
た
め
、
こ
れ
を
も
っ
て
イ
ギ
リ
ス
に
調
停
を
依
頼
で
き
る
か
否
か
直
接
話
し
合
い
た
い
と
い
う
趣
旨
の
書
翰
を

送
っ
た
）
41
（

。

　

こ
の
会
談
が
実
現
す
る
前
に
、
グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ル
は
一
一
月
一
六
日
に
イ
ギ
リ
ス
駐
清
公
使
の
パ
ー
ク
ス
（H

arry Parkes

）
か
ら
軍
機
処

の
対
案
を
記
し
た
電
報
を
既
に
受
領
し
て
い
た
）
42
（

。
グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ル
は
曾
と
同
様
に
、
そ
の
内
容
に
対
し
て
不
満
を
示
し
、
そ
の
翌
日
に

三
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パ
ー
ク
ス
に
打
電
し
、
イ
ギ
リ
ス
は
「
本
件
を
調
停
す
る
こ
と
を
厭
わ
な
い
」
が
、「
解
決
へ
と
導
く
現
実
的
な
対
案
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。（
清
朝
が
提
案
し
て
い
る
対
案
は
）
そ
の
類
の
も
の
で
は
な
い
」
の
で
、
調
停
に
は
ま
だ
賛
同
で
き
な
い
と
総
理
衙
門
に
伝
え
る
よ

う
命
じ
た
）
43
（

。
イ
ギ
リ
ス
側
の
史
料
で
は
、
軍
機
処
の
対
案
が
な
ぜ
現
実
的
な
も
の
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
た
か
判
然
と
し
な
い
が
、
パ
ー

ク
ス
は
一
一
月
一
四
日
に
「
保
護
」
と
い
う
表
現
に
異
を
唱
え
、
そ
の
削
除
を
勧
め
て
い
た
こ
と
は
見
逃
せ
な
い
）
44
（

。

　

曾
は
一
八
日
に
グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ル
を
訪
問
し
た
が
、
案
の
定
、
そ
の
対
案
が
非
現
実
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
回
答
に
接
し
た
。
し
か

し
一
方
で
、
現
実
的
な
も
の
を
提
案
で
き
れ
ば
、
フ
ラ
ン
ス
側
に
伝
え
て
も
よ
い
と
い
う
説
明
も
受
け
た
）
45
（

。

　

か
く
て
曾
は
イ
ギ
リ
ス
の
調
停
が
実
現
す
る
よ
う
な
「
現
実
的
」
な
条
約
案
を
用
意
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
他
の
英
文
照

会
と
同
様
に
）
46
（

、
そ
の
起
草
は
曾
自
身
で
は
な
く
マ
カ
ー
ト
ニ
ー
が
担
当
し
た
。
キ
ャ
ン
ベ
ル
が
ハ
ー
ト
に
宛
て
た
書
翰
に
よ
る
と
、
マ

カ
ー
ト
ニ
ー
は
曾
が
総
理
衙
門
か
ら
受
領
し
た
軍
機
処
の
対
案
に
倣
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
と
清
朝
が
そ
れ
ぞ
れ
望
ん
で
い
る
条
件
を
す
べ

て
備
え
、
ま
た
そ
れ
が
各
国
の
「
體
面
」
を
傷
つ
け
な
い
こ
と
を
意
識
し
な
が
ら
、
清
朝
・
フ
ラ
ン
ス
・
ベ
ト
ナ
ム
の
三
ヵ
国
間
の
新

た
な
条
約
案
を
英
文
で
起
草
し
、
さ
ら
に
曾
が
そ
の
内
容
に
つ
い
て
検
討
で
き
る
よ
う
に
、
別
の
館
員
に
漢
文
に
翻
訳
し
て
も
ら
っ
た
）
47
（

。

こ
の
草
案
に
対
し
て
、
曾
は
ベ
ト
ナ
ム
が
調
印
国
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
反
対
の
意
向
を
示
し
、
修
正
を
求
め
た
。
ベ
ト
ナ

ム
を
「
属
邦
」
視
す
る
根
拠
と
矛
盾
す
る
こ
と
に
な
る
の
を
懸
念
し
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

　

た
だ
し
、
マ
カ
ー
ト
ニ
ー
が
最
初
に
起
草
し
た
条
約
案
が
三
ヵ
国
間
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
見
逃
す
べ
き
で
は
な
い
。
ボ
ル
ジ
ャ
ー

の
伝
記
に
よ
れ
ば
、
マ
カ
ー
ト
ニ
ー
自
身
の
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
と
し
て
、「
中
国
を
文
明
国
の
慣
習
に
従
う
よ
う
に
導
き
、
い
ず
れ
は
イ
ギ

リ
ス
に
よ
っ
て
（
中
国
が
）
他
の
大
国
と
同
様
に
配
慮
あ
る
態
度
で
扱
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
）
48
（

」
こ
と
を
目
指
し
て
い
た
と
い
う
。
こ
う
し

三
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バ
レ
ッ
ト

た
マ
カ
ー
ト
ニ
ー
の
意
識
は
、
マ
ク
マ
ホ
ン
（D

aniel M
cM

ahon

）
が
つ
と
に
指
摘
す
る
よ
う
に
、
彼
が
行
っ
た
新
聞
へ
の
寄
稿
に
端
的

に
表
れ
て
い
る
が
）
49
（

、
今
回
の
三
ヵ
国
間
条
約
と
い
う
提
案
か
ら
も
、
清
朝
を
文
明
国
の
習
慣
に
従
わ
せ
、
ベ
ト
ナ
ム
を
「
属
邦
」
視
す

る
の
を
や
め
さ
せ
た
い
、
と
い
う
彼
の
考
え
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
マ
カ
ー
ト
ニ
ー
が
こ
の
時
点
か
ら
各
国
の

「
體
面
」
を
傷
つ
け
な
い
草
案
を
起
草
す
べ
き
だ
と
意
識
し
て
い
た
の
も
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
で
あ
り
、
次
章
で
紹
介
す
る
マ
カ
ー
ト
ニ
ー

の
和
解
策
に
お
い
て
重
要
な
論
点
と
な
る
。

　

入
朱
後
の
漢
語
版
条
約
案
の
内
容
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。 

一
、
華
は
越
の
交
隣
を
允
す
。

二
、
越
の
各
國
と
の
訂
約
、
華
に
礙
げ
無
き
者
は
允
す
べ
し
。

三
、
越
は
舊
に
照
ら
し
て
華
に
貢
す
。

四
、
諒
山
の
東
の
某
處
自
り
保
勝
の
下
の
某
處
に
至
る
ま
で
線
を
畫
き
、
線
に
依
り
て
分
か
つ
べ
き
界
を
劃
す
。

五
、
華
は
員
を
派
し
て
邊
界
の
商
務
を
商
す
を
允
す
。

六
、
華
・
法
フ
ラ
ン
ス

 

越
兵
は
戰
を
停
む
。

七
、
約
は
畫
押
の
後
、
若
干
日
に
て
、
北
京
に
在
り
て
互
換
す
。
未
だ
換
せ
ざ
る
の
前
に
、
口
を
封
ぜ
ざ
る
法
船
を
撤
し
、
已
に

換
せ
ば
、

ち
に
臺
北
の
法
兵
を
退
く
。

八
、
西
曆
の
本
年
元
日
前
に
中
・
法
約
し
、
仍
ほ
照
行
す
。
此
の
約
、
漢
・
法
に
譯
せ
る
文
は
各お
の
おの
三
分
と
す
）
50
（

。

　

後
述
す
る
よ
う
に
、
本
条
約
案
は
の
ち
に
清
朝
側
に
は
承
認
さ
れ
た
が
、
結
局
、
フ
ラ
ン
ス
側
に
拒
否
さ
れ
て
い
る
。
留
意
し
な
け

三
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れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
本
条
約
案
が
清
朝
政
府
に
は
承
認
さ
れ
た
点
で
あ
る
。

　

上
述
の
如
く
、
曾
は
一
一
月
上
旬
に
総
理
衙
門
か
ら
受
領
し
た
条
約
案
に
対
し
て
不
満
を
抱
い
て
い
た
。
現
存
す
る
史
料
か
ら
、
曾

が
な
ぜ
不
満
を
抱
い
た
か
は
判
然
と
し
な
い
が
）
51
（

、
岡
本
隆
司
が
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
上
記
の
条
約
案
を
軍
機
処
の
原
案
と
比
較
し

て
み
る
と
、「
保
護
」
と
い
う
表
現
が
削
除
さ
れ
て
い
る
）
52
（

。
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
李
・
フ
ル
ニ
エ
協
定
と
同
じ
く
、
曾
、
そ
し
て

清
朝
政
府
が
、
ベ
ト
ナ
ム
に
対
す
る
実
質
的
な
「
宗
主
権
」
を
断
念
し
た
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
な
お
、
本
条
約
案
に
は

清
越
間
の
旧
来
の
宗
属
関
係
を
彷
彿
と
さ
せ
る
条
項
も
い
く
つ
か
含
ま
れ
て
い
た
が
、
こ
れ
は
李
・
フ
ル
ニ
エ
協
定
に
お
け
る
、
フ
ラ

ン
ス
は
べ
ト
ナ
ム
と
の
間
の
条
約
に
清
朝
の
「
威
望
體
面
」
を
傷
つ
け
る
言
辞
を
挿
入
し
な
い
こ
と
を
約
す
る
と
い
う
条
項
に
基
づ
く

も
の
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

　

つ
ま
り
、
こ
の
条
約
案
が
清
朝
政
府
に
承
認
さ
れ
た
こ
と
は
、
フ
ラ
ン
ス
と
の
戦
闘
で
困
憊
し
た
清
朝
が
「『
保
護
』
の
実
質
を
断
念

し
、『
属
国
』
の
『
體
面
』
を
保
持
す
る
か
た
ち
で
、
和
を
講
じ
）
53
（

」
よ
う
と
し
た
こ
と
を
意
味
し
た
の
で
あ
り
、
曾
か
ら
す
れ
ば
、
フ
ラ

ン
ス
と
清
朝
が
そ
れ
ぞ
れ
望
ん
で
い
る
条
件
を
す
べ
て
備
え
、
ま
た
各
国
の
「
體
面
」
を
傷
つ
け
な
い
も
の
で
も
あ
っ
た
。
し
た
が
っ

て
、
曾
は
こ
の
条
約
案
こ
そ
が
イ
ギ
リ
ス
に
よ
る
調
停
が
実
現
す
る
「
現
実
的
」
な
内
容
で
あ
る
と
考
え
た
は
ず
で
あ
る
。

　

こ
の
条
約
案
を
総
理
衙
門
に
通
達
す
る
前
に
、
曾
は
イ
ギ
リ
ス
の
外
務
事
務
次
官
の
ポ
ン
ス
フ
ォ
ー
ト
（Julian Pauncefote

）
に
見
せ
、

そ
の
意
見
を
求
め
た
。
一
八
八
三
年
と
同
様
に
、
こ
の
時
期
の
イ
ギ
リ
ス
側
と
の
や
り
と
り
を
担
当
し
た
の
は
主
と
し
て
マ
カ
ー
ト
ニ
ー

で
あ
っ
た
）
54
（

。

　

一
一
月
二
三
日
に
マ
カ
ー
ト
ニ
ー
か
ら
条
約
案
を
提
示
さ
れ
た
ポ
ン
ス
フ
ォ
ー
ト
は
、
積
極
的
な
態
度
を
示
し
、
グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ル
外

三
一
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清
朝
在
外
公
館
に
お
け
る
西
洋
人
ス
タ
ッ
フ
の
外
交
活
動
に
関
す
る
考
察　
　

バ
レ
ッ
ト

相
に
是
非
見
せ
る
べ
き
も
の
だ
と
判
断
し
た
）
55
（

。
翌
日
、
ポ
ン
ス
フ
ォ
ー
ト
か
ら
条
約
案
を
見
せ
ら
れ
た
グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ル
も
、「
フ
ラ
ン
ス

は
こ
れ
を
受
け
入
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
、
フ
ラ
ン
ス
駐
英
大
使
の
ワ
デ
ィ
ン
ト
ン
（W

illiam
 H

. W
addington

）
を
イ
ギ
リ
ス
外

務
省
に
即
日
呼
び
寄
せ
、
条
約
案
を
提
示
す
る
こ
と
に
し
た
。
グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ル
が
今
回
の
条
約
案
に
対
し
て
積
極
的
な
反
応
を
示
し
た

の
は
、「
保
護
」
と
い
う
名
辞
が
な
く
な
っ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
と
曾
は
受
け
止
め
た
と
い
わ
れ
る
）
56
（

。

　

し
か
し
、
ワ
デ
ィ
ン
ト
ン
は
反
対
の
意
を
示
し
た
。
彼
が
と
り
わ
け
許
し
が
た
か
っ
た
の
は
、
そ
の
内
容
が
今
ま
で
議
論
さ
れ
て
き

た
も
の
と
は
異
な
る
内
容
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
ま
た
、
今
回
の
提
案
で
提
示
さ
れ
た
境
界
線
が
、
中
国
の
領
土
が
一
般
的
に

及
ぶ
と
認
識
さ
れ
る
範
囲
と
は
異
な
る
と
こ
ろ
で
引
か
れ
よ
う
と
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
今
回
指
定
さ
れ
た
条
件
で
は
、
フ

ラ
ン
ス
兵
の
台
湾
か
ら
の
撤
退
も
承
認
し
が
た
い
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
当
該
条
約
案
の
受
け
入
れ
を
断
っ
た
）
57
（

。
こ
れ
に
対
し
て
、

グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ル
は
そ
の
受
諾
を
促
し
た
ほ
か
、
曾
が
総
理
衙
門
か
ら
最
初
に
受
領
し
た
対
案
は
非
現
実
的
な
内
容
で
あ
っ
た
た
め
見
せ

な
い
よ
う
に
し
た
が
、
今
回
の
条
約
案
こ
そ
が
受
諾
可
能
な
も
の
だ
と
判
断
し
た
た
め
、
フ
ェ
リ
に
是
非
見
せ
る
べ
き
と
考
え
た
と
い

う
説
明
も
付
け
加
え
た
。
こ
の
働
き
か
け
は
つ
い
に
実
を
結
ぶ
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ル
は
ワ
デ
ィ
ン
ト
ン
の
反
対
を
無

視
す
る
こ
と
に
し
、「
イ
ギ
リ
ス
政
府
が
妥
当
か
つ
受
諾
可
能
な
も
の
で
あ
る
」
と
判
断
し
た
こ
と
を
理
由
に
、
イ
ギ
リ
ス
駐
仏
大
使
の

リ
オ
ン
ズ
卿
（Lord Lyons

）
に
送
り
、
フ
ェ
リ
に
提
示
す
る
よ
う
命
じ
た
）
58
（

。

　

一
方
、
フ
ラ
ン
ス
の
出
方
を
窺
っ
て
い
た
曾
は
、
イ
ギ
リ
ス
側
の
前
向
き
な
反
応
に
交
渉
妥
結
の
希
望
を
見
出
し
、
二
七
日
に
マ
カ
ー

ト
ニ
ー
の
条
約
案
の
内
容
を
総
理
衙
門
に
打
電
し
た
）
59
（

。
総
理
衙
門
は
そ
の
翌
日
に
返
電
し
、
条
約
案
の
内
容
が
上
諭
に
よ
っ
て
裁
可
さ

れ
た
こ
と
を
曾
に
通
知
し
た
）
60
（

。
こ
う
し
て
後
は
フ
ラ
ン
ス
の
反
応
を
待
つ
の
み
と
な
っ
た
。

三
一
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し
か
し
、
事
態
は
曾
が
望
ん
だ
通
り
に
好
転
し
な
か
っ
た
。
一
二
月
一
日
に
マ
カ
ー
ト
ニ
ー
は
ポ
ン
ス
フ
ォ
ー
ト
と
再
び
面
会
し
、

フ
ラ
ン
ス
側
が
条
約
案
を
拒
否
し
た
と
い
う
報
に
接
し
た
）
61
（

。
そ
の
最
大
の
原
因
は
、
フ
ラ
ン
ス
側
が
李
・
フ
ル
ニ
エ
協
定
の
批
准
を
絶

対
的
な
条
件
と
し
て
い
た
と
こ
ろ
に
あ
る
）
62
（

。

　

一
二
月
三
日
に
、
曾
は
グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ル
と
面
会
し
、
フ
ラ
ン
ス
側
の
新
た
な
対
案
に
つ
い
て
の
説
明
を
受
け
た
が
、
曾
は
そ
の
内
容

に
不
満
を
示
し
、
受
諾
で
き
る
も
の
で
は
な
い
と
語
っ
た
。
そ
の
受
理
の
可
否
に
つ
い
て
、
フ
ラ
ン
ス
側
は
清
朝
に
一
〇
日
間
の
期
限

を
与
え
て
い
た
の
で
、
グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ル
は
曾
に
対
し
て
そ
の
受
理
が
可
能
で
あ
る
か
ど
う
か
、
も
う
少
し
検
討
し
て
ほ
し
い
と
述
べ
た
）
63
（

。

曾
は
五
日
に
グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ル
と
改
め
て
面
会
し
た
が
、
フ
ラ
ン
ス
側
の
対
案
は
や
は
り
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
と
回
答
し
た
。

そ
の
理
由
は
、
曾
が
同
日
グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ル
に
手
渡
し
た
覚
書
か
ら
窺
え
る
。
そ
れ
は
「
清
朝
政
府
は
李
・
フ
ル
ニ
エ
協
定
の
批
准
に
は

同
意
で
き
な
い
が
、
そ
れ
と
は
実
質
的
に
同
じ
利
益
を
与
え
る
用
意
が
あ
る
）
64
（

」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

　

つ
ま
り
、
曾
か
ら
す
れ
ば
、
上
記
の
条
約
案
は
李
・
フ
ル
ニ
エ
協
定
と
実
質
的
に
同
じ
利
益
を
フ
ラ
ン
ス
に
付
与
す
る
も
の
で
あ
っ

た
。「
保
護
」
と
い
う
表
現
が
削
除
さ
れ
た
こ
と
は
フ
ラ
ン
ス
側
に
ベ
ト
ナ
ム
の
宗
主
権
を
譲
る
こ
と
を
意
味
し
、
ま
た
清
越
間
の
旧
来

の
朝
貢
関
係
を
彷
彿
と
さ
せ
る
条
項
は
清
朝
の
「
體
面
」
を
傷
つ
け
な
い
た
め
の
名
目
的
な
価
値
を
担
保
す
る
条
項
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
な
応
酬
が
続
く
中
で
、
ハ
ー
ト
は
交
渉
の
進
展
に
つ
い
て
、
キ
ャ
ン
ベ
ル
、
イ
ギ
リ
ス
政
府
の
レ
ン
デ
ル
議
員
（Stuart 

R
endel

）
お
よ
び
総
理
衙
門
か
ら
の
情
報
提
供
を
頻
繁
に
受
け
て
い
た
た
め
、
両
国
が
望
む
条
件
を
充
分
把
握
し
て
い
た
。
一
二
日
に

は
、
ハ
ー
ト
は
曾
と
マ
カ
ー
ト
ニ
ー
の
交
渉
が
完
全
に
行
き
詰
ま
っ
た
こ
と
を
キ
ャ
ン
ベ
ル
に
確
認
さ
せ
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
ハ
ー
ト

は
こ
こ
で
独
自
に
新
た
な
解
決
策
を
模
索
す
る
こ
と
を
決
心
し
た
か
ら
で
あ
る
）
65
（

。
そ
の
後
、
ハ
ー
ト
は
清
朝
側
の
要
求
を
追
加
条
項
に

三
一
二
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清
朝
在
外
公
館
に
お
け
る
西
洋
人
ス
タ
ッ
フ
の
外
交
活
動
に
関
す
る
考
察　
　

バ
レ
ッ
ト

挿
入
し
、
そ
れ
を
李
・
フ
ル
ニ
エ
協
定
に
添
付
す
る
こ
と
で
、
清
朝
側
は
そ
の
批
准
に
同
意
す
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
）
66
（

。
ハ
ー
ト

は
下
記
の
三
点
か
ら
成
る
追
加
条
項
を
総
理
衙
門
に
提
案
し
、
や
が
て
そ
の
承
認
を
得
た
。

一
、
本
条
約
を
三
つ
の
言
語
で
作
成
す
る
こ
と
。
即
ち
中
国
語
、
フ
ラ
ン
ス
語
と
も
う
一
つ
の
言
語
。
万
一
論
争
が
起
き
た
場
合
、

最
後
の
言
語
で
起
草
さ
れ
た
も
の
を
正
文
と
し
て
用
い
る
。

二
、
李
・
フ
ル
ニ
エ
協
定
に
お
け
る
、
フ
ラ
ン
ス
と
安
南
と
の
間
の
取
り
決
め
に
お
い
て
中
国
の
威
望
体
面
を
傷
つ
け
る
よ
う
な

言
辞
を
挿
入
し
な
い
と
い
う
条
項
に
従
う
形
で
、
安
南
国
王
が
望
め
ば
、
安
南
は
慣
例
の
貢
物
を
中
国
に
納
め
続
け
る
行
為

に
対
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
側
は
反
対
し
な
い
こ
と
。

三
、
諒
山
の
南
の
某
所
よ
り
、
東
方
に
は
海
ま
で
の
線
を
引
き
、
ま
た
西
方
に
は
ビ
ル
マ
の
境
界
ま
で
の
線
を
引
く
と
い
う
よ
う

に
、
境
界
を
修
正
す
る
こ
と
）
67
（

。

　

そ
の
後
、
総
理
衙
門
は
こ
の
追
加
条
項
の
内
容
を
曾
に
送
り
、
二
四
日
に
マ
カ
ー
ト
ニ
ー
が
こ
れ
を
グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ル
に
提
示
し
た
）
68
（

。

グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ル
は
こ
れ
を
ワ
デ
ィ
ン
ト
ン
に
伝
え
、
や
が
て
フ
ェ
リ
本
人
に
ま
で
届
け
ら
れ
た
。
し
か
し
、
フ
ェ
リ
は
そ
の
内
容
を
拒

否
し
た
。
彼
に
と
っ
て
と
り
わ
け
許
し
が
た
か
っ
た
の
は
、「
清
朝
が
主
張
し
て
い
る
ト
ン
キ
ン
と
の
境
界
線
」
と
「
清
朝
の
安
南
に
対

す
る
宗
主
権
を
何
ら
か
の
形
で
正
式
に
承
認
す
る
と
い
う
条
項
」
で
あ
っ
た
）
69
（

。
こ
こ
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
フ
ェ
リ
は
ベ
ト
ナ
ム
の
朝

貢
を
承
認
す
る
こ
と
は
、
清
朝
の
ベ
ト
ナ
ム
に
対
す
る
宗
主
権
を
承
認
す
る
の
に
等
し
い
行
為
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。三

一
三
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第
五
章　

非
公
式
交
渉
の
再
開
と
マ
カ
ー
ト
ニ
ー
の
解
説
付
き
条
約
案

　

先
述
の
如
く
、
マ
カ
ー
ト
ニ
ー
と
メ
イ
ヤ
ー
の
非
公
式
交
渉
は
一
八
八
四
年
一
一
月
に
一
旦
中
断
し
て
い
た
。
し
か
し
、
キ
ャ
ン
ベ

ル
と
フ
ェ
リ
の
秘
密
交
渉
が
本
格
化
し
て
い
く
中
で
、
一
八
八
五
年
二
月
一
九
日
に
マ
カ
ー
ト
ニ
ー
は
メ
イ
ヤ
ー
か
ら
交
渉
再
開
を
打

診
す
る
書
翰
を
受
領
し
）
70
（

、
二
三
日
に
マ
カ
ー
ト
ニ
ー
は
そ
れ
を
承
諾
す
る
旨
、
メ
イ
ヤ
ー
に
回
答
し
た
）
71
（

。

　

そ
の
後
、
マ
カ
ー
ト
ニ
ー
か
ら
の
返
信
を
受
領
し
た
メ
イ
ヤ
ー
は
、
三
月
五
日
に
ロ
ン
ド
ン
に
赴
い
て
直
接
交
渉
を
再
開
し
た
い
と

い
う
希
望
を
マ
カ
ー
ト
ニ
ー
に
伝
え
、
マ
カ
ー
ト
ニ
ー
は
三
月
二
日
付
け
の
書
翰
で
そ
の
要
望
を
受
諾
し
た
）
72
（

。

　

三
月
五
日
に
、
メ
イ
ヤ
ー
は
マ
カ
ー
ト
ニ
ー
と
初
め
て
の
面
会
を
果
た
し
、
ま
た
一
〇
日
に
は
、
メ
イ
ヤ
ー
は
リ
ゴ
ー
ダ
ン
（R

igaudi

）
73
（n

）

と
い
う
フ
ラ
ン
ス
財
務
省
の
官
僚
を
伴
っ
て
清
朝
駐
英
公
使
館
で
マ
カ
ー
ト
ニ
ー
と
会
談
し
た
。
マ
カ
ー
ト
ニ
ー
は
、
正
式
な
交
渉
が

再
開
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
以
前
起
草
し
た
条
約
案
を
仕
切
り
直
し
の
基
本
ラ
イ
ン
と
す
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
提
示
し
、
そ
の
条
約
案

を
リ
ゴ
ー
ダ
ン
に
手
渡
し
た
）
74
（

。
ボ
ル
ジ
ャ
ー
に
よ
れ
ば
、
当
該
草
案
は
そ
の
場
で
三
者
に
よ
っ
て
初
め
て
起
草
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た

が
、
上
述
の
如
く
、
そ
の
内
容
は
マ
カ
ー
ト
ニ
ー
が
以
前
起
草
し
た
も
の
を
基
本
ラ
イ
ン
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
）
75
（

。

　

し
か
し
、
こ
の
時
の
条
約
案
の
内
容
を
マ
カ
ー
ト
ニ
ー
が
以
前
起
草
し
た
も
の
と
比
較
し
て
み
る
と
、
い
く
つ
か
の
語
句
が
訂
正
さ

れ
て
い
た
ほ
か
）
76
（

、
各
項
目
が
な
ぜ
フ
ラ
ン
ス
側
の
利
益
を
損
な
わ
な
い
も
の
で
あ
る
か
を
説
い
た
解
説
が
マ
カ
ー
ト
ニ
ー
に
よ
っ
て
付

け
加
え
ら
れ
て
い
た
。
ボ
ル
ジ
ャ
ー
は
こ
の
解
説
文
に
特
段
注
意
を
払
っ
て
お
ら
ず
、
ま
た
李
恩
涵
も
そ
の
条
項
の
み
を
取
り
上
げ
て

引
用
し
、
解
説
文
が
付
け
加
え
ら
れ
た
意
義
に
つ
い
て
論
及
し
て
い
な
い
）
77
（

。
こ
の
よ
う
な
清
仏
間
で
異
な
る
ロ
ジ
ッ
ク
が
直
接
衝
突
す

三
一
四



77

清
朝
在
外
公
館
に
お
け
る
西
洋
人
ス
タ
ッ
フ
の
外
交
活
動
に
関
す
る
考
察　
　

バ
レ
ッ
ト

る
交
渉
の
局
面
に
お
い
て
、
マ
カ
ー
ト
ニ
ー
が
果
た
し
た
役
割
は
仲
介
者
と
し
て
の
卓
越
し
た
能
力
を
は
っ
き
り
と
示
す
も
の
で
あ
る
。

当
該
条
約
案
の
第
一
〜
五
条
の
内
容
と
、
そ
れ
に
対
応
す
る
解
説
、
ま
た
そ
の
末
尾
に
付
さ
れ
た
注
記
の
内
容
を
こ
こ
で
確
認
し
て
お

こ
う
。
な
お
、
傍
線
は
筆
者
に
よ
る
。

　

一
、
中
国
の
皇
帝
陛
下
は
、
そ
の
前
任
者
た
ち
が
旧
来
取
っ
て
き
た
隣
国
の
内
政
に
干
渉
し
な
い
と
い
う
方
針
に
従
う
べ
く
、

安
南
の
フ
ラ
ン
ス
あ
る
い
は
そ
れ
以
外
の
国
家
と
の
関
係
の
有
無
に
つ
い
て
は
、
安
南
国
王
の
自
由
意
志
に
任
せ
る
。

　

解
説 

こ
の
条
項
は
中
国
の
安
南
に
対
す
る
宗
主
権
を
放
棄
す
る
こ
と
で
、
安
南
国
王
の
独
立
を
神
聖
な
も
の
と
す
る
。
こ
の
よ

う
に
表
現
す
る
こ
と
が
有
用
で
あ
る
と
判
断
し
た
の
は
、
北
京
朝
廷
の
傷
つ
き
や
す
い
感
情
に
優
し
く
対
応
す
る
た
め
で
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
ば
、
放
棄
に
関
す
る
よ
り
形
式
張
っ
た
語
調
を
用
い
た
場
合
、
そ
れ
は
交
渉
の
停
止
と
い
う
悪
影
響
を
す
ぐ
さ
ま
及
ぼ

す
か
ら
で
あ
る
。「
そ
れ
以
外
の
国
家
」
と
い
う
語
句
を
追
加
す
る
必
要
が
あ
る
と
判
断
し
た
の
も
、
上
述
と
同
様
の
目
的
で
あ

る
。

　

二
、
中
国
の
皇
帝
陛
下
は
、
フ
ラ
ン
ス
と
安
南
王
国
と
の
間
で
締
結
さ
れ
る
す
べ
て
の
条
約
を
承
認
す
る
こ
と
を
約
す
る
。
た

だ
し
、
各
条
約
は
隣
接
す
る
友
好
国
が
一
般
的
に
締
結
す
る
よ
う
な
内
容
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

解
説 

こ
の
条
項
は
、
こ
れ
か
ら
締
結
さ
れ
る
条
約
の
み
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。
李
・
フ
ル
ニ
エ
協
定
の
よ
う
な
締
結
済
み

の
条
約
に
つ
い
て
の
言
及
が
み
ら
れ
な
い
の
は
、
以
前
締
結
し
た
条
約
に
お
い
て
中
国
が
不
愉
快
に
感
じ
る
語
句
が
含
ま
れ
て
い

た
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
条
約
を
正
式
条
約
で
代
替
す
る
こ
と
で
、
そ
れ
よ
り
前
に
締
結
さ
れ
た
条
約
を
破
棄
し
た
李
・
フ
ル
ニ
エ
協
定
で
も

三
一
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明
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
以
前
に
締
結
さ
れ
た
条
約
に
つ
い
て
言
及
す
る
に
は
及
ぶ
ま
い
。

　

正
式
条
約
は
第
二
条
に
よ
り
批
准
さ
れ
る
。
つ
い
て
は
、「
締
結
済
み
」
と
い
う
語
句
を
削
除
す
る
こ
と
で
、
フ
ラ
ン
ス
に
は
何

の
影
響
も
及
ぼ
さ
な
い
。

　

三
、
中
国
の
皇
帝
陛
下
と
フ
ラ
ン
ス
共
和
国
の
大
統
領
閣
下
は
、
安
南
国
王
が
従
来
ど
お
り
中
国
皇
帝
に
対
し
て
貢
物
を
納
め

続
け
る
こ
と
を
承
諾
す
る
。

　

解
説 

こ
の
条
項
が
設
け
ら
れ
た
の
は
、
中
国
の
安
南
を
め
ぐ
る
権
益
の
喪
失
を
隠
す
た
め
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
の
機
嫌
を
損

な
わ
な
い
た
め
の
も
の
で
も
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
こ
こ
で
言
及
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
中
国
皇
帝
は
安
南
国
王
に
よ
る
貢
物
を
納
め
る
行
為
を
認
め
る
が
、
い

か
な
る
手
段
に
よ
っ
て
も
強
要
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

煎
じ
詰
め
る
と
、
フ
ラ
ン
ス
は
安
南
国
王
に
対
す
る
そ
の
妥
当
な
影
響
力
を
行
使
す
る
こ
と
で
、
状
況
に
応
じ
た
形
で
国
王
の

態
度
を
決
定
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
あ
る
。

　

四
、
本
条
約
の
第
一
条
と
第
二
条
が
も
た
ら
す
新
し
い
事
態
の
結
果
と
し
て
、
両
締
約
国
は
中
国
と
安
南
王
国
の
「
ト
ン
キ
ン
」

と
呼
ば
れ
る
地
域
と
の
間
の
境
界
線
を
こ
れ
ま
で
以
上
に
明
確
に
画
定
す
る
こ
と
を
約
す
。

　

そ
の
境
界
は
な
る
べ
く
…
と
い
う
地
点
か
ら
…
と
い
う
地
点
ま
で
引
か
れ
た
線
に
沿
っ
て
画
定
す
る
こ
と
を
約
す
。

　

解
説 

こ
の
条
項
は
ト
ン
キ
ン
を
フ
ラ
ン
ス
に
割
譲
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

第
一
条
と
第
二
条
に
よ
り
ど
の
よ
う
な
新
し
い
事
態
が
も
た
ら
さ
れ
る
の
か
。

三
一
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そ
れ
は
、
中
国
の
隣
に
あ
る
の
は
、
属
国
で
は
な
く
、
独
立
国
で
あ
る
、
と
い
う
事
態
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
境
界
線
を
な
る

べ
く
明
快
に
画
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

五
、
境
界
線
が
第
四
条
で
規
定
さ
れ
た
通
り
に
画
定
さ
れ
る
よ
う
、
両
締
約
国
は
検
査
官
を
任
命
す
る
。

　

さ
ら
に
、
両
締
約
国
は
両
国
間
の
通
商
条
約
な
ら
び
に
境
界
線
の
ど
の
地
点
で
商
業
活
動
が
行
わ
れ
て
も
よ
い
か
を
交
渉
す
る

全
権
委
員
を
も
任
命
す
る
。

　

解
説 

中
国
は
フ
ラ
ン
ス
側
に
と
っ
て
で
き
る
だ
け
有
利
な
条
約
を
起
草
す
る
こ
と
を
厭
わ
な
い
、
と
付
言
す
る
こ
と
も
許
容
さ

れ
て
い
る
。
…
…

注
記
：

　

本
条
約
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
ト
ン
キ
ン
並
び
に
安
南
王
国
の
全
領
土
を
割
譲
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
ほ
か
、
か
な
り
の
商
業

上
の
利
益
を
も
与
え
る
も
の
で
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
本
条
約
は
李
・
フ
ル
ニ
エ
協
定
と
同
等
、
ま
た
は
そ
れ
以
上
の
も
の
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。
何
が
違
う
か
と

い
う
と
、
五
月
一
一
日
の
条
約
で
採
用
さ
れ
た
表
現
と
は
違
っ
て
、
中
国
の
体
面
に
関
わ
る
感
情
を
傷
つ
け
な
い
よ
う
に
起
草
さ

れ
た
の
で
あ
る
。

　
（
李
・
フ
ル
ニ
エ
協
定
の
）
第
一
条
に
お
け
る
「
保
護
」
と
い
う
表
現
は
、
と
り
わ
け
そ
の
感
情
を
傷
つ
け
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が

発
覚
し
、
ま
た
将
来
に
お
い
て
両
国
と
の
間
に
さ
ら
な
る
困
難
を
も
た
ら
す
性
質
を
潜
在
的
に
有
し
た
も
の
で
も
あ
っ
た
。
…
…）78
（

　

こ
こ
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
こ
の
解
説
は
一
八
八
四
年
一
一
月
に
フ
ラ
ン
ス
側
に
提
示
さ
れ
た
条
約
案
の
内
実
を
よ
り
明
確
に
し
よ

三
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う
と
試
み
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
要
点
は
、
ベ
ト
ナ
ム
の
宗
主
権
は
完
全
に
フ
ラ
ン
ス
に
譲
る
こ
と
と
し
、
条
約
文
に
旧
来
の
清
越
間

の
宗
属
関
係
を
彷
彿
と
さ
せ
る
内
容
が
残
さ
れ
た
の
は
、
あ
く
ま
で
清
朝
の
「
傷
つ
き
や
す
い
感
情
」、
つ
ま
り
そ
の
「
威
望
體
面
」
を

傷
つ
け
な
い
た
め
の
名
目
的
な
価
値
し
か
な
い
言
辞
と
し
て
挿
入
さ
れ
た
も
の
に
過
ぎ
な
か
っ
た
、
と
纏
め
ら
れ
よ
う
。
な
お
、
マ
カ
ー

ト
ニ
ー
が
「
威
望
體
面
」
の
内
実
を
こ
こ
ま
で
は
っ
き
り
さ
せ
た
背
景
に
は
、
ハ
ー
ト
が
発
案
し
た
追
加
条
項
が
フ
ェ
リ
に
拒
ま
れ
た

際
に
、「
清
朝
の
安
南
に
対
す
る
宗
主
権
を
何
ら
か
の
形
で
正
式
に
承
認
す
る
と
い
う
条
項
」
が
と
り
わ
け
許
し
が
た
い
と
フ
ェ
リ
が
発

言
し
た
こ
と
を
受
け
て
の
こ
と
だ
っ
た
と
い
う
の
は
想
像
に
難
く
な
い
。

　

こ
の
よ
う
に
マ
カ
ー
ト
ニ
ー
は
清
朝
側
の
意
を
体
し
つ
つ
、「
威
望
體
面
」
の
問
題
を
フ
ラ
ン
ス
側
に
理
解
で
き
る
よ
う
な
ロ
ジ
ッ
ク

で
解
説
す
る
こ
と
で
、
条
約
案
の
内
容
を
明
瞭
に
し
、
両
者
の
間
の
和
解
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
そ
の
条
約
案
が
交
渉
の
基
本
ラ
イ

ン
と
し
て
採
用
さ
れ
る
状
態
へ
と
導
こ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
条
約
案
は
最
終
的
に
は
交
渉
の
基
本
ラ
イ
ン
と
し
て
採
用

さ
れ
な
か
っ
た
。
た
だ
し
、
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
岡
本
隆
司
が
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
パ
リ
議
定
書
が
締
結
さ
れ
た

後
も
当
該
問
題
は
依
然
と
し
て
未
解
決
の
ま
ま
で
あ
っ
た
た
め
、
ハ
ー
ト
は
五
月
一
四
日
に
キ
ャ
ン
ベ
ル
と
コ
ゴ
ル
ダ
ン
に
対
し
て
、

こ
の
「
體
面
」
問
題
の
内
実
を
は
っ
き
り
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
）
79
（

。
こ
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
、
マ
カ
ー
ト

ニ
ー
と
ハ
ー
ト
の
間
に
特
別
な
や
り
取
り
は
な
か
っ
た
よ
う
だ
が
、
マ
カ
ー
ト
ニ
ー
が
ハ
ー
ト
に
先
立
っ
て
こ
の
「
威
望
體
面
」
問
題

の
内
実
を
明
快
に
説
明
し
よ
う
と
試
み
た
事
実
は
、
マ
カ
ー
ト
ニ
ー
の
存
在
の
重
要
性
を
再
考
し
、
あ
る
い
は
ハ
ー
ト
の
果
た
し
た
役

割
を
相
対
化
す
る
上
で
、
重
要
な
論
点
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

三
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第
六
章　

マ
カ
ー
ト
ニ
ー
の
解
説
付
き
条
約
案
の
行
方

　

上
述
の
よ
う
に
、
マ
カ
ー
ト
ニ
ー
の
条
約
案
は
最
終
的
に
は
交
渉
の
基
本
ラ
イ
ン
と
し
て
採
用
さ
れ
な
か
っ
た
。
従
来
の
研
究
で
は

そ
の
理
由
が
充
分
に
解
明
さ
れ
て
お
ら
ず
、
あ
る
い
は
誤
っ
た
解
釈
で
捉
え
ら
れ
て
き
た
た
め
、
こ
こ
で
そ
の
過
程
を
確
認
し
て
お
き

た
い
。

　

一
八
八
五
年
三
月
中
旬
の
時
点
で
、
キ
ャ
ン
ベ
ル
と
フ
ェ
リ
と
の
交
渉
が
始
ま
っ
て
か
ら
二
ヶ
月
ほ
ど
経
過
し
て
お
り
、
既
に
最
終

的
な
妥
結
に
近
づ
い
て
い
た
。
フ
ェ
リ
は
ハ
ー
ト
が
主
導
す
る
交
渉
が
目
指
す
方
向
に
満
足
し
、
極
力
ハ
ー
ト
以
外
の
仲
介
者
と
接
触

し
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
）
80
（

。
し
か
し
、
当
該
交
渉
が
最
終
段
階
に
近
づ
い
て
い
く
中
で
、
フ
ェ
リ
は
こ
の
交
渉
が
果
た
し
て
清
朝
側
に

正
式
な
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
の
か
を
懸
念
す
る
よ
う
に
な
り
、
一
月
二
五
日
と
三
月
一
三
日
の
キ
ャ
ン
ベ
ル
と
の
会
談
に
お

い
て
、
ハ
ー
ト
と
キ
ャ
ン
ベ
ル
に
交
渉
の
権
限
が
付
与
さ
れ
て
い
る
と
の
証
明
を
総
理
衙
門
よ
り
直
接
提
供
す
る
こ
と
を
求
め
た
）
81
（

。
つ

ま
り
、
次
の
段
階
に
移
る
た
め
に
、
ハ
ー
ト
は
自
ら
の
権
限
の
範
囲
を
証
明
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　

三
月
一
三
日
、
リ
ゴ
ー
ダ
ン
は
上
司
を
通
じ
て
マ
カ
ー
ト
ニ
ー
の
解
説
付
き
条
約
案
を
フ
ェ
リ
に
渡
す
こ
と
が
で
き
た
。
そ
れ
に
対

し
て
フ
ェ
リ
は
、
リ
ゴ
ー
ダ
ン
の
労
を
労
う
一
方
、
総
理
衙
門
か
ら
全
権
を
付
与
さ
れ
た
者
と
し
か
交
渉
で
き
な
い
と
説
明
し
た
）
82
（

。
既

に
述
べ
た
よ
う
に
、
フ
ェ
リ
が
キ
ャ
ン
ベ
ル
に
交
渉
権
限
の
証
明
を
求
め
た
の
は
一
月
二
五
日
と
三
月
一
三
日
で
あ
り
、
後
者
は
マ
カ
ー

ト
ニ
ー
の
解
説
付
き
条
約
案
を
受
領
し
た
の
と
同
日
で
あ
っ
た
。
お
そ
ら
く
フ
ェ
リ
は
、
曾
紀
澤
の
承
認
を
得
た
マ
カ
ー
ト
ニ
ー
の
解

説
付
き
条
約
案
を
受
領
し
た
の
を
機
に
、
ハ
ー
ト
と
キ
ャ
ン
ベ
ル
の
交
渉
権
限
に
つ
い
て
さ
ら
に
懸
念
を
強
め
、
証
明
の
提
出
を
再
度

三
一
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促
し
た
と
推
測
さ
れ
る
。
ま
た
、
そ
う
し
た
フ
ェ
リ
の
懸
念
の
背
景
に
は
、
清
朝
本
国
で
行
わ
れ
て
き
た
過
去
の
交
渉
失
敗
な
ら
び
に

本
稿
冒
頭
で
述
べ
た
複
数
の
交
渉
チ
ャ
ン
ネ
ル
の
存
在
が
あ
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

　

と
も
あ
れ
、
フ
ェ
リ
の
意
向
を
受
け
て
リ
ゴ
ー
ダ
ン
は
、
曾
紀
澤
に
本
国
政
府
に
対
し
て
全
権
の
付
与
を
要
請
し
て
も
ら
い
た
い
と

申
し
入
れ
）
83
（

、
こ
れ
を
受
け
て
、
曾
は
三
月
一
六
日
に
総
理
衙
門
に
対
し
て
本
件
に
つ
い
て
打
診
す
る
こ
と
に
な
っ
た
）
84
（

。

　

翌
一
七
日
、
総
理
衙
門
は
曾
に
対
し
て
、
こ
こ
最
近
、
あ
る
人
物
が
フ
ェ
リ
と
連
絡
を
取
っ
て
い
る
が
、
李
・
フ
ル
ニ
エ
協
定
の
締

結
を
除
き
他
に
何
も
要
求
し
て
い
な
い
の
で
、
そ
の
交
渉
を
既
に
容
認
し
て
い
る
と
伝
え
た
ほ
か
、
数
日
以
内
に
確
実
な
消
息
が
出
る

は
ず
だ
か
ら
、
こ
れ
で
よ
う
や
く
決
着
が
つ
く
か
ど
う
か
、
分
か
り
次
第
、
直
ち
に
電
報
で
知
ら
せ
る
と
も
伝
え
た
）
85
（

。
こ
の
時
フ
ェ
リ

と
連
絡
を
取
っ
て
い
た
の
は
、
他
な
ら
ぬ
キ
ャ
ン
ベ
ル
で
あ
っ
た
。
な
お
、
総
理
衙
門
が
こ
こ
で
キ
ャ
ン
ベ
ル
の
名
前
を
明
示
し
な
か
っ

た
の
は
、
フ
ェ
リ
と
の
交
渉
が
開
始
さ
れ
た
段
階
で
、
成
功
の
可
能
性
を
高
め
る
べ
く
、
ハ
ー
ト
は
総
理
衙
門
と
フ
ェ
リ
に
対
し
て
交

渉
内
容
を
極
秘
扱
い
と
す
る
よ
う
要
請
し
た
た
め
）
86
（

、
総
理
衙
門
は
そ
れ
に
従
っ
て
行
動
し
て
い
た
か
ら
と
推
測
さ
れ
る
。

　

他
方
、
同
日
に
マ
カ
ー
ト
ニ
ー
は
メ
イ
ヤ
ー
か
ら
、「
フ
ェ
リ
は
あ
な
た
の
条
約
案
を
基
本
ラ
イ
ン
と
し
な
が
ら
交
渉
し
て
も
よ
い
と

言
っ
て
い
る
」
と
記
し
た
書
翰
を
受
領
す
る
）
87
（

。
フ
ェ
リ
が
果
た
し
て
本
当
に
こ
の
よ
う
に
発
言
し
た
の
は
判
然
と
し
な
い
が
、
曾
は
総

理
衙
門
か
ら
受
領
し
た
電
報
の
内
容
を
尊
重
し
、
全
権
の
付
与
を
請
訓
し
よ
う
と
し
な
か
っ
た
。
全
権
付
与
に
つ
い
て
の
消
息
が
届
か

な
い
中
、
二
〇
日
に
マ
カ
ー
ト
ニ
ー
は
、
曾
が
全
権
の
付
与
を
請
訓
す
る
よ
う
す
ぐ
に
総
理
衙
門
に
打
電
し
て
ほ
し
い
と
い
う
内
容
の

書
翰
を
メ
イ
ヤ
ー
か
ら
再
度
受
領
し
た
）
88
（

。

　

二
三
日
に
な
り
、
ハ
ー
ト
と
キ
ャ
ン
ベ
ル
の
交
渉
権
限
は
よ
う
や
く
フ
ェ
リ
に
承
認
さ
れ
た
。
権
限
の
範
囲
の
証
明
を
提
示
す
る
よ

三
二
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う
迫
ら
れ
て
い
た
ハ
ー
ト
の
働
き
か
け
に
よ
り
、
総
理
衙
門
は
こ
の
件
に
つ
い
て
二
月
二
六
日
に
上
奏
し
て
い
た
が
、
そ
れ
に
応
え
る

上
諭
は
三
月
二
一
日
に
な
る
ま
で
な
か
な
か
降
さ
れ
な
か
っ
た
。
翌
二
二
日
に
李
鴻
章
は
フ
ラ
ン
ス
在
天
津
領
事
の
リ
ス
テ
ル
ー
ベ
に

そ
の
上
諭
の
存
在
を
証
明
す
る
書
類
を
手
渡
し
、
翌
日
パ
ト
ノ
ー
ト
ル
は
フ
ェ
リ
に
そ
れ
を
報
告
し
た
）
89
（

。

　

ビ
オ
ー
が
残
し
た
記
録
に
よ
れ
ば
、
公
式
な
も
の
に
せ
よ
、
非
公
式
な
も
の
に
せ
よ
、
フ
ェ
リ
は
キ
ャ
ン
ベ
ル
以
外
の
人
物
と
の
交

渉
を
一
切
許
さ
な
か
っ
た
）
90
（

。
し
か
し
、
マ
カ
ー
ト
ニ
ー
の
解
説
付
き
条
約
案
を
記
し
た
文
書
は
パ
リ
の
フ
ラ
ン
ス
外
交
史
料
館
所
蔵
の

史
料
の
中
に
確
認
で
き
る
ほ
か
）
91
（

、
そ
の
草
案
が
フ
ェ
リ
に
渡
さ
れ
た
際
に
、「
全
権
を
付
与
さ
れ
た
者
と
し
か
交
渉
で
き
な
い
」
と
発
言

し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
マ
カ
ー
ト
ニ
ー
の
交
渉
ル
ー
ト
を
完
全
に
遮
断
し
よ
う
と
は
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
ハ
ー
ト
の
見

解
は
彼
が
同
年
七
月
一
四
日
に
レ
ン
デ
ル
に
送
っ
た
書
翰
に
お
い
て
確
認
で
き
る
。
そ
の
中
で
彼
は
、
フ
ラ
ン
ス
は
ハ
ー
ト
の
「
権
限

の
範
囲
を
試
す
た
め
」、
ロ
ン
ド
ン
お
よ
び
ベ
ル
リ
ン
駐
在
の
フ
ラ
ン
ス
大
使
に
、
清
朝
公
使
（
つ
ま
り
曾
紀
澤
と
許
景
澄
）
と
の
交
渉
を

試
み
る
よ
う
命
じ
た
、
と
の
見
方
を
示
し
て
い
る
）
92
（

。
し
か
し
、
本
稿
の
考
察
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は
事
実
経
過
を
正
確
に
捉
え
た
も
の
と

は
言
い
難
い
。
む
し
ろ
、
こ
う
し
た
状
況
を
生
み
出
し
た
の
は
、
交
渉
の
極
秘
性
の
維
持
を
ハ
ー
ト
自
身
が
望
み
、
総
理
衙
門
も
そ
れ

を
尊
重
し
た
か
ら
で
あ
っ
た
）
93
（

。

　

上
諭
の
存
在
を
証
明
で
き
た
こ
と
で
、
キ
ャ
ン
ベ
ル
と
ハ
ー
ト
の
交
渉
権
限
は
フ
ェ
リ
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
た
が
、
そ
の
後
、
清
朝

軍
が
諒
山
を
フ
ラ
ン
ス
軍
か
ら
奪
還
す
る
と
、
フ
ェ
リ
内
閣
は
三
月
二
九
日
に
総
辞
職
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
四
月
四
日
に

ビ
オ
ー
と
キ
ャ
ン
ベ
ル
と
の
間
で
パ
リ
議
定
書
が
締
結
さ
れ
、
六
月
の
天
津
条
約
の
締
結
に
際
し
て
、
そ
の
基
盤
を
な
す
こ
と
と
な
っ

た
。

三
二
一
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お　

わ　

り　

に

　

従
来
の
研
究
で
は
、
曾
紀
澤
の
外
交
は
本
人
の
独
力
で
行
わ
れ
た
と
い
う
よ
う
な
認
識
が
定
着
し
た
こ
と
に
よ
り
、
マ
カ
ー
ト
ニ
ー

を
は
じ
め
と
す
る
館
員
や
随
員
の
雇
用
と
活
用
の
意
義
は
ほ
と
ん
ど
等
閑
視
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
本
稿
が
試
み
た
よ
う
に
、
実
際

の
外
交
現
場
に
焦
点
を
当
て
て
み
る
と
、
曾
が
監
督
す
る
立
場
を
取
り
な
が
ら
も
、
外
交
交
渉
実
務
の
大
部
分
は
マ
カ
ー
ト
ニ
ー
が
担

う
と
い
う
構
造
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。

　

で
は
、
曾
の
外
交
に
お
い
て
、
マ
カ
ー
ト
ニ
ー
の
存
在
は
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
意
義
を
有
し
た
の
か
。
序
論
の
問
題
設
定
に
沿
っ

て
整
理
し
て
み
る
と
、
お
よ
そ
以
下
の
よ
う
に
な
ろ
う
。

　

第
一
に
設
定
し
た
問
題
は
、
曾
と
マ
カ
ー
ト
ニ
ー
が
関
わ
っ
た
外
交
交
渉
に
お
い
て
、
両
者
の
間
で
ど
の
よ
う
な
役
割
分
担
が
な
さ

れ
て
い
た
の
か
と
い
う
点
で
あ
っ
た
。
本
稿
の
考
察
か
ら
得
ら
れ
た
結
果
を
整
理
し
て
み
る
と
、
マ
カ
ー
ト
ニ
ー
が
今
回
の
案
件
で
担

当
し
た
業
務
は
次
の
三
点
か
ら
成
っ
た
。
第
一
に
、
フ
ラ
ン
ス
語
に
よ
る
ル
・
ゴ
ロ
ワ
紙
主
筆
の
メ
イ
ヤ
ー
と
の
非
公
式
交
渉
実
務
。

第
二
に
、
イ
ギ
リ
ス
外
務
省
と
の
応
酬
。
そ
し
て
第
三
に
、
条
約
案
の
起
草
。

　

し
か
し
、
部
下
が
上
司
を
補
佐
す
る
と
い
う
よ
う
な
構
造
、
あ
る
い
は
部
下
と
上
司
と
の
間
に
は
役
割
分
担
が
存
在
し
た
こ
と
は
、

通
常
の
組
織
で
は
さ
ほ
ど
珍
し
く
な
い
事
柄
で
あ
ろ
う
。
で
は
、
マ
カ
ー
ト
ニ
ー
は
な
ぜ
注
目
に
値
す
る
人
物
な
の
か
。
第
二
に
設
定

し
た
問
題
、
即
ち
マ
カ
ー
ト
ニ
ー
の
「
二
重
性
」
が
本
案
件
で
ど
の
よ
う
に
作
用
し
た
か
と
い
う
問
題
に
対
す
る
本
稿
の
答
え
を
確
認

す
れ
ば
、
そ
の
重
要
性
は
自
ず
か
ら
明
ら
か
に
な
ろ
う
。
本
稿
が
示
し
た
通
り
、
マ
カ
ー
ト
ニ
ー
の
「
二
重
性
」
は
主
と
し
て
二
つ
の

三
二
二
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館
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西
洋
人
ス
タ
ッ
フ
の
外
交
活
動
に
関
す
る
考
察　
　

バ
レ
ッ
ト

領
域
で
作
用
し
た
。
ま
ず
、
欧
州
側
か
ら
彼
へ
の
コ
ン
タ
ク
ト
を
容
易
に
し
た
そ
の
人
脈
の
広
さ
、
ま
た
欧
州
社
会
に
お
け
る
彼
の
知

名
度
と
社
会
的
地
位
の
高
さ
は
、
清
朝
公
使
と
い
う
身
分
（
と
り
わ
け
駐
仏
公
使
を
罷
免
さ
れ
た
曾
紀
澤
）
で
は
な
か
な
か
成
し
遂
げ
に
く

か
っ
た
非
公
式
交
渉
を
開
拓
す
る
の
に
有
利
に
働
い
た
。
次
に
、
マ
カ
ー
ト
ニ
ー
が
清
朝
・
欧
州
双
方
の
文
脈
と
諸
言
語
に
精
通
し
て

い
た
こ
と
で
、
清
朝
が
拘
泥
し
た
「
威
望
體
面
」
問
題
を
フ
ラ
ン
ス
側
に
も
理
解
で
き
る
よ
う
な
ロ
ジ
ッ
ク
で
説
明
し
、
条
約
案
の
内

容
を
明
瞭
に
し
て
、
両
者
の
間
の
和
解
を
導
こ
う
と
し
た
。

　

本
稿
の
考
察
か
ら
得
ら
れ
た
以
上
の
知
見
は
、
清
末
中
国
外
交
史
研
究
に
対
し
て
次
の
よ
う
な
含
意
を
持
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

ま
ず
、
序
論
で
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
ハ
ー
ト
以
外
に
も
、
清
朝
に
雇
わ
れ
た
西
洋
人
は
様
々
な
レ
ベ
ル
で
清
朝
の
外
政
に
関
与
し
、

ま
た
そ
の
関
与
は
決
し
て
例
外
的
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
ゆ
え
に
、
清
朝
外
政
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
西
洋
人
ス
タ
ッ
フ
の
制
度
的
な

位
置
付
け
、
ま
た
そ
の
政
策
決
定
過
程
へ
の
関
与
の
意
義
に
つ
い
て
さ
ら
な
る
検
討
が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
延
長
線
上
で
、
在

外
公
館
で
勤
務
し
た
公
使
以
外
の
ス
タ
ッ
フ
が
果
た
し
た
役
割
に
つ
い
て
も
考
え
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
最
後
に
、
メ
イ
ヤ
ー
の
事

例
が
示
す
よ
う
に
、
清
末
中
国
の
在
外
公
館
が
担
っ
た
外
交
に
お
い
て
非
公
式
接
触
者
が
紛
争
解
決
の
媒
体
と
し
て
機
能
し
よ
う
と
す

る
こ
と
も
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
現
地
レ
ベ
ル
の
非
公
式
接
触
者
の
機
能
や
役
割
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
な
る
検
討
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

清
末
中
国
の
外
政
シ
ス
テ
ム
の
実
態
を
歴
史
学
で
よ
り
正
確
に
描
い
て
い
く
た
め
に
は
、
今
後
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
に
も
留
意
し
て
い

く
必
要
が
あ
る
こ
と
は
、
本
稿
が
示
し
た
通
り
で
あ
る
。

三
二
三
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〈
史
料
略
称
〉

『
交
渉
檔
』：『
中
法
越
南
交
涉
檔
』
中
央
研
究
院
近
代
史
研
究
所
、
一
九
六
二
年
。

『
外
交
史
料
』：『
淸
季
外
交
史
料
』
外
交
史
料
編
纂
処
、
一
九
三
二
〜
一
九
三
五
年
。

Archives: Archives of C
hina’s Im

perial M
aritim

e C
ustom

s, C
onfidential C

orrespondence betw
een Robert H

art and Jam
es 

D
uncan C

am
pbell, 1874–1907, com

piled by Second H
istorical A

rchives of C
hina &

 Institute of M
odern H

istory, 

C
hinese A

cadem
y of Social Sciences, B

eijing: Foreign Languages Press, 4
 vols., 1990–1993.

FO
422: G

reat B
ritain, Foreign O

ffice, C
onfidential Print Siam

 and South East A
sia, 1850–1975.

M
A

E/C
PC

: M
inistère des A

ffaires étrangères, C
orrespondance politique, C

hine.

註（
１
）　

代
表
的
な
研
究
と
し
て
、C

ordier, H
., H

istoire des relations 

de la C
hine avec les puissances occidentales, 1860–1900, Tom

e 

2, Paris: Félix A
lcan, 1902, pp.519–527

、W
right, S.F., H

art and 

the C
hinese C

ustom
s. B

elfast: W
m

. M
ullen &

 Son, 1950, 

pp.517–546, Eastm
an, L.E., Throne and M

andarins: C
hina’s 

Search for a Policy during the Sino-French C
ontroversy 1880–

1885, C
am

bridge, M
A

: H
arvard U

niversity Press, 1967, pp.183–

190, 

岡
本
隆
司
『
中
国
の
誕
生　
　

東
ア
ジ
ア
の
近
代
外
交
と
国
家

形
成
』
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
七
年
、
一
八
八
〜
二
〇
一
頁

（
初
出
は
同
「
清
仏
戦
争
の
終
結　
　

天
津
条
約
の
締
結
過
程
」『
京

都
府
立
大
学
学
術
報
告
・
人
文
』
第
六
一
号
、
二
〇
〇
九
年
）
が
あ

げ
ら
れ
る
。

（
2
）　

こ
こ
で
、
ハ
ー
ト
と
キ
ャ
ン
ベ
ル
、
及
び
本
稿
が
検
討
す
る
マ

カ
ー
ト
ニ
ー
以
外
の
交
渉
ル
ー
ト
に
つ
い
て
説
明
し
た
い
。
盛
宣
懐

ル
ー
ト
：
一
八
八
四
年
十
月
、
盛
宣
懐
は
フ
ラ
ン
ス
在
天
津
領
事
の

リ
ス
テ
ル
ー
ベ
（Paul R

istelhueber

）
と
会
談
し
、
洋
関
税
務
司
の

デ
ト
リ
ン
グ
（G

ustav D
etring

）
が
以
前
作
成
し
た
提
案
書
を
基
に

三
二
四
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清
朝
在
外
公
館
に
お
け
る
西
洋
人
ス
タ
ッ
フ
の
外
交
活
動
に
関
す
る
考
察　
　

バ
レ
ッ
ト

交
渉
、
二
人
で
新
た
な
提
案
書
を
作
成
し
た
が
、
結
局
失
敗
に
終
わ
っ

た
。Eastm

an, op. cit., pp.174–183

を
参
照
。
ジ
ケ
ル
ル
ー
ト
：
ジ

ケ
ル
の
活
動
は
二
段
階
に
区
分
で
き
る
。
第
一
段
階
は
一
八
八
四
年

一
一
月
か
ら
翌
年
二
月
ま
で
続
い
た
が
、
そ
の
間
ジ
ケ
ル
は
許
景
澄

と
フ
ェ
リ
と
の
間
の
仲
介
役
を
果
た
し
、
条
約
案
も
独
自
に
作
成
し

た
が
、
両
者
に
採
用
さ
れ
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
第
二
段
階
は
そ

の
失
敗
を
受
け
て
一
八
八
五
年
三
月
に
試
み
ら
れ
、
ジ
ケ
ル
は
曾
紀

澤
と
何
回
か
会
談
し
、
そ
の
会
談
内
容
に
基
い
て
新
た
な
条
約
案
を

起
草
し
て
、
フ
ェ
リ
に
提
出
し
た
が
、
こ
れ
も
最
終
的
に
は
採
用
さ

れ
な
か
っ
た
。
ジ
ケ
ル
の
こ
の
時
期
の
活
動
を
取
り
上
げ
た
研
究
も

存
在
す
る
が
、
不
明
な
点
が
多
く
、
ま
た
史
実
に
即
し
て
い
な
い
記

述
も
い
く
つ
か
見
ら
れ
る
。Leibo, S.A

., Transferring Technology 

to C
hina: Prosper G

iquel and the Self-Strengthening M
ovem

ent, 

B
erkeley: Institute of East A

sian Studies, 1985, pp.147–151

を
参

照
。
許
景
澄
ル
ー
ト
：
許
景
澄
は
一
八
八
五
年
二
月
に
、
フ
ラ
ン
ス

駐
独
大
使
の
ド
・
ク
ル
セ
ル
（A

lphonse C
hodron de C

ourcel
）
か

ら
接
触
を
受
け
た
が
、
そ
の
会
談
の
内
容
や
ド
・
ク
ル
セ
ル
が
接
触

を
試
み
る
に
至
っ
た
経
緯
は
不
明
で
あ
る
。W

right, op. cit., p.528

を
参
照
。

（
３
）　Boulger, D

.C., The Life of Sir H
alliday M

acartney, K. C. M
. G

., 

London: J. Lane, 1908.

（
４
）　

李
恩
涵
『
曾
紀
澤
的
外
交
』
台
北
：
中
国
学
術
著
作
奨
助
委
員

会
、
一
九
六
六
年
、
第
四
章
を
参
照
。

（
５
）　

李
鴻
章
が
雇
用
し
た
西
洋
人
幕
友
に
つ
い
て
は
、Folsom

, K
.E., 

Friends, G
uests and C

olleagues: The M
u-Fu System

 in the Late 

C
h’ing P

eriod, B
erkeley and L

os A
ngeles: U

niversity of 

C
alifornia Press, 1968, pp.152–157

を
参
照
。

（
６
）　

李
前
掲
註
（
４
）
書
、
二
〇
頁
。
曾
紀
澤
と
マ
カ
ー
ト
ニ
ー
の

関
係
は
ま
ず
友
人
関
係
と
し
て
始
ま
り
、
曾
の
欧
州
赴
任
後
は
、
欽

差
出
使
大
臣
と
参
賛
官
の
関
係
と
な
り
、
仕
事
の
上
で
も
欠
く
こ
と

の
で
き
な
い
単
な
る
上
下
関
係
を
超
え
た
僚
友
と
な
っ
た
。

（
７
）　B

oulger, op.cit., p.239.

（
８
）　
『
交
涉
檔
』
第
一
冊
、
フ
ラ
ン
ス
公
使
あ
て
総
理
衙
門
の
照
会
、

光
緒
元
年
五
月
一
二
日
、
一
一
〜
一
二
頁
に
は
、「
越
南
本
係
中
國
屬

國
」
と
あ
る
。

（
９
）　C

ordier, op. cit., p.243.

（
10
）　Eastm

an, op. cit., pp.110–111.

（
11
）　

こ
の
パ
イ
プ
は
イ
リ
条
約
交
渉
の
舞
台
裏
で
も
活
用
さ
れ
た
。

FO
 881/4521

を
参
照
。

（
12
）　K

iernan, E.V.G
., British D

iplom
acy in C

hina, 1880–1885, 
C

am
bridge: C

am
bridge U

niversity Press, 1939, pp.96–97; p.129; 

p.132
を
参
照
。
な
お
、
曾
は
こ
の
パ
イ
プ
を
利
用
す
る
こ
と
で
、
彼

三
二
五
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自
身
が
あ
る
判
断
に
沿
っ
て
外
交
的
な
行
動
を
取
る
前
に
、
そ
の
外

交
上
の
判
断
や
構
想
が
英
仏
両
国
の
目
に
い
か
に
映
っ
て
い
る
か
を

あ
る
程
度
測
る
こ
と
が
で
き
る
一
方
、
欧
州
の
各
方
面
か
ら
の
非
公

式
な
助
言
も
折
に
触
れ
て
得
る
こ
と
が
で
き
た
。

（
13
）　

岡
本
前
掲
註
（
1
）
書
、
一
七
九
頁
。

（
14
）　

岡
本
前
掲
註
（
1
）
書
、
一
七
八
〜
一
八
二
頁
。

（
15
）　

書
き
下
し
文
は
、
岡
本
前
掲
註
（
1
）
書
、
一
七
三
頁
よ
り
引

用
し
た
。Inspectorate G

eneral of C
ustom

s, ed., Treaties, C
onven-

tions etc. Betw
een C

hina and Foreign States, Vol. 1, 2nd ed., 

Shanghai: Statistical D
epartm

ent of the Inspectorate G
eneral of 

C
ustom

s, 1917, p.895

に
は
「
法
國
約
明
現
與
越
南
議
改
條
約
之
內

決
不
插
入
傷
礙
中
國
威
望
體
面
字
樣
幷
將
以
前
與
越
南
所
立
各
條
約

關
涉
東
京
者
盡
行
銷
廢
」
と
あ
る
。

（
16
）　

清
朝
が
そ
も
そ
も
ベ
ト
ナ
ム
を
「
属
国
」
と
し
て
位
置
づ
け
続

け
た
か
っ
た
背
景
に
は
、
い
く
つ
か
の
要
因
が
あ
る
。
ま
ず
、
ベ
ト

ナ
ム
に
対
す
る
「
上
国
」
の
地
位
を
失
い
、「
対
等
」
な
関
係
に
な
れ

ば
、
そ
れ
は
対
内
対
外
的
な
「
面
子
」
を
傷
つ
け
か
ね
な
い
、
と
い

う
体
面
上
の
問
題
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
清
朝
が
何
よ
り
も
懸
念
し

て
い
た
の
は
、「
属
国
」
と
し
て
の
ベ
ト
ナ
ム
を
喪
失
す
る
と
、
そ
れ

が
朝
鮮
と
の
宗
属
関
係
に
波
及
し
か
ね
な
い
こ
と
に
あ
っ
た
（
こ
の

点
に
関
し
て
は
、
岡
本
前
掲
註
（
1
）
書
、
二
〇
四
〜
二
〇
七
頁
を

参
照
）。
な
お
、
こ
の
時
期
に
関
し
て
い
え
ば
、「
属
国
」
の
存
在
が

清
朝
に
と
っ
て
重
要
で
あ
っ
た
の
は
、
安
全
保
障
上
「
緩
衝
国
」
の

機
能
を
果
た
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
（
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
た
と

え
ば
茂
木
敏
夫
「
李
鴻
章
の
属
国
支
配
観　
　

一
八
八
〇
年
前
後
の

琉
球
・
朝
鮮
を
め
ぐ
っ
て
」『
中
国
：
社
会
と
文
化
』
第
二
号
、
一
九

八
八
年
、
九
五
〜
九
六
頁
を
参
照
）。

（
17
）　

岡
本
前
掲
註
（
１
）
書
、
一
八
一
〜
一
八
二
頁
。

（
18
）　

ボ
ル
ジ
ャ
ー
の
伝
記
で
は
、
非
公
式
接
触
者
と
そ
の
所
属
先
は

明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
次
註
で
引
い
て
い
る
咨
文
で
は
、「
嘎
馬
」

と
「
勾
爾
瓦
報
」
の
当
て
字
が
そ
れ
ぞ
れ
与
え
ら
れ
て
い
る
。
李
前

掲
註
（
4
）
書
、
三
八
七
頁
で
は
、
こ
れ
が
ル
・
ゴ
ル
ワ
紙
に
相
当

す
る
と
い
う
推
測
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
筆
者
は
こ
の
見
解
に
賛
同

す
る
。
な
お
、
そ
の
非
公
式
接
触
者
が
誰
な
の
か
は
こ
れ
ま
で
の
研

究
で
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
当
時
の
同
紙
主
筆
は
メ

イ
ヤ
ー
が
務
め
て
い
た
こ
と
か
ら
、
筆
者
は
「
嘎
馬
」
が
メ
イ
ヤ
ー

で
あ
る
と
判
断
し
た
。

（
19
）　B

oulger, op. cit., pp.371–373.

『
交
涉
檔
』
第
四
冊
、
総
理
衙

門
あ
て
曾
紀
澤
の
咨
文
、
光
緒
一
〇
年
一
二
月
初
六
日
受
理
、
二
五

〇
六
〜
二
五
一
三
頁
。

（
20
）　B

oulger, op.cit.,  p.371.

（
21
）　

例
え
ば
、
マ
カ
ー
ト
ニ
ー
は
曾
紀
澤
と
と
も
に
一
八
八
四
年
七

三
二
六
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清
朝
在
外
公
館
に
お
け
る
西
洋
人
ス
タ
ッ
フ
の
外
交
活
動
に
関
す
る
考
察　
　

バ
レ
ッ
ト

月
に
マ
ー
ル
バ
ラ
・
ハ
ウ
ス
で
開
か
れ
た
園
遊
会
に
参
加
し
（“G

arden 

Party at M
arlborough H

ouse”, The M
orning Post, July 2 6 1884, 

p.3
）、
ま
た
一
八
八
五
年
一
二
月
に
ロ
ン
ド
ン
の
ス
パ
ニ
ッ
シ
ュ
教

会
で
開
か
れ
た
ア
ル
フ
ォ
ン
ソ
一
二
世
の
レ
ク
イ
エ
ム
に
清
朝
の
代

表
と
し
て
参
列
し
て
い
た
（“The Late K

ing A
lfonso”, M

anchester 

C
ourier and Lancashire G

eneral Advertiser, D
ec. 7 1885, p.8.

）。

（
22
）　

例
え
ば
、M

acartney, H
., “The M

arquis Tseng”, The Tim
es, 

A
ug. 7 1884, p.4

を
参
照
。
な
お
、
曾
紀
澤
の
著
作
と
し
て
知
ら
れ

る
「
中
國
先
睡
後
醒
論
」
と
い
う
有
名
な
論
説
が
マ
カ
ー
ト
ニ
ー
と
の

共
著
で
あ
っ
た
こ
と
も
注
目
に
値
す
る
で
あ
ろ
う
。B

oulger, op. cit., 

p.431

を
参
照
。

（
23
）　B

oulger, op. cit., p.394.

（
24
）　Le G

aulois, A
out 1 4 1884, p.1, Le M

atin, A
out 1 2 1884, p.2, 

Le Tem
ps, A

out 1 4 1884, p.2.

（
25
）　B

oulger, op. cit., p.20, p.281.

（
26
）　

フ
ラ
ン
ス
側
が
北
黎
事
件
の
賠
償
金
を
要
求
し
た
の
は
、
上
海

に
お
い
て
一
八
八
四
年
七
月
二
五
日
か
ら
八
月
下
旬
ま
で
断
続
的
に

続
け
ら
れ
た
南
洋
大
臣
曾
国
荃
と
新
任
の
フ
ラ
ン
ス
駐
清
公
使
パ
ト

ノ
ー
ト
ル
と
の
間
で
行
わ
れ
た
交
渉
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。Eastm

an, 

op. cit., pp.137–173

を
参
照
。

（
27
）　B

oulger, op. cit., pp.373-374.

（
28
）　
『
交
涉
檔
』
第
四
冊
、
総
理
衙
門
あ
て
曾
紀
澤
の
咨
文
、
光
緒
一

〇
年
一
二
月
初
六
日
受
理
、
二
五
〇
六
頁
。

（
29
）　B

oulger, op. cit., pp.374–375.

（
30
）　Ibid., p.376.

（
31
）　Ibid., pp.377–378.

（
32
）　Ibid., pp.378–379.

（
33
）　
『
外
交
史
料
』
巻
四
十
八
、「
使
英
曾
紀
澤
致
總
署
詢
中
法
和
約

電
」
光
緒
一
〇
年
九
月
一
四
日
、
一
八
頁
。

（
34
）　B

oulger, op. cit., pp.379–381.

（
35
）　
『
外
交
史
料
』
巻
四
十
八
、「
使
英
曾
紀
澤
致
總
署
法
對
和
議
情

形
電
」
光
緒
一
〇
年
九
月
二
一
日
、
二
六
頁
。

（
36
）　
『
外
交
史
料
』
巻
四
十
八
、「
軍
機
處
奏
英
欲
調
停
戰
事
擬
定
辦

法
請
寄
李
鴻
章
曾
紀
澤
核
辦
摺
」
光
緒
一
〇
年
九
月
二
一
日
、
二
四

〜
二
六
頁
。FO

422/3, Sir H
. Parkes to Earl G

ranville, N
o. 39, 

N
ov. 2 1 1884.

（
37
）　

岡
本
前
掲
註
（
1
）
書
、
一
八
五
頁
。

（
38
）　

同
上
。

（
39
）　Archives, Vol. 2, N

o.1267, C
am

pbell to H
art, N

ov. 2 8 1884, 

p.126.
（
40
）　
『
外
交
史
料
』
巻
四
十
八
、「
軍
機
處
奏
英
欲
調
停
戰
事
擬
定
辦

法
請
寄
李
鴻
章
曾
紀
澤
核
辦
摺
」
光
緒
一
〇
年
九
月
二
一
日
、
二
四

三
二
七
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東
　
　
洋
　
　
学
　
　
報

第
一
〇
〇
巻
　

第
三
号

〜
二
六
頁
。

（
41
）　FO

422/2,  The M
arquis  Tsêng  to  Earl  G

ranville,  N
o.680,  

N
ov. 1 5 1884.

（
42
）　FO

422/2, Sir H
. Parkes to Earl G

ranville, N
o.679, tel., N

ov. 

1 6 1884.

（
43
）　FO

422/2, Earl G
ranville to Sir H

. Parkes, N
o.681, tel.,N

ov. 

1 7 1884.

引
用
文
中
の
（　

）
の
内
容
は
筆
者
に
よ
る
補
足
で
あ
る
。

（
44
）　
『
翁
同
龢
日
記
』
光
緒
一
〇
年
九
月
二
七
日
。

（
45
）　Archives, Vol. 2, N

o.1267, C
am

pbell to H
art, N

ov. 2 8 1884, 

p.126.

（
46
）　

こ
の
点
に
関
し
て
は
、
青
山
治
世
「
清
末
の
出
使
日
記
と
そ
の

外
交
史
研
究
に
お
け
る
利
用
に
関
す
る
一
考
察
」『
現
代
中
国
研
究
』

第
二
二
号
、
二
〇
〇
八
年
、
前
掲
註
（
31
）
を
参
照
。

（
47
）　Archives, Vol. 2, N

o.1267, C
am

pbell to H
art, N

ov. 2 8 1884, 

p.126.

（
48
）　B

oulger, op. cit., pp.482–483. 

引
用
文
中
の
（　

）
の
内
容
は

筆
者
に
よ
る
補
足
で
あ
る
。

（
49
）　M

cM
ahon, D

., “C
hina in European D

ress: The Q
ing Lega-

tion, H
alliday M

acartney, and R
epresentation of C

hina in the 

B
ritish Press, 1877–1896”, Fu Jen H

istorical Journal, Volum
e 

31, 2013

を
参
照
。

（
50
）　

書
き
下
し
文
は
、
岡
本
前
掲
註
（
1
）
書
、
一
八
七
頁
よ
り
引

用
し
た
。『
外
交
史
料
』
巻
四
十
九
、「
使
英
曾
紀
澤
致
總
署
與
法
廷

磋
商
和
約
電
」
光
緒
一
〇
年
一
〇
月
初
一
〇
日
、
一
五
頁
に
は
、

「
一
、
華
允
越
交
隣
。
二
、
越
與
各
國
訂
約
、
無
礙
於
華
者
可
允
。

三
、
越
照
舊
貢
華
。
四
、
自
諒
山
東
某
處
至
保
勝
下
某
處
畫
線
、
依

線
劃
可
分
之
界
。
五
、
華
允
派
員
商
邊
界
商
務
。
六
、
華
法
越
兵
停

戰
。
七
、
約
畫
押
後
、
若
干
日
在
北
京
互
換
。
未
換
前
、
撤
封
口
法

船
、
已
換
、

退
臺
北
法
兵
。
八
、
西
曆
本
年
元
日
前
中
法
約
、
仍

照
行
。
此
約
、
譯
漢
法
文
各
三
分
。」
と
あ
る
。
な
お
、
原
文
は

FO
422/2, C

hinese Proposals for m
aking Term

s w
ith France

（C
om

m
unicated by D

r. M
acartney to Sir J. Pauncefote, N

ov. 2 3 

1884.

）, N
o. 7 23

に
お
い
て
確
認
で
き
る
。

（
51
）　

前
述
の
如
く
、
曾
紀
澤
は
フ
ラ
ン
ス
外
務
省
へ
の
抗
議
活
動
に

お
い
て
、
清
越
間
の
宗
属
関
係
を
再
三
主
張
し
て
い
た
。
し
か
し
、

こ
こ
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
曾
は
そ
の
態
度
を
改
め
て
い
る
。
こ
れ

は
、
交
渉
当
事
者
と
し
て
の
責
任
を
果
た
す
べ
く
、
元
来
の
政
見
を

封
印
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
先
述
の
よ
う
に
、
清
朝
側
の
史

料
に
よ
れ
ば
、
イ
ギ
リ
ス
側
が
軍
機
処
の
対
案
に
入
っ
て
い
た
「
保

護
」
と
い
う
表
現
に
難
色
を
示
し
て
い
た
た
め
、
曾
と
清
朝
政
府
の

方
針
転
換
に
お
い
て
イ
ギ
リ
ス
側
の
人
間
が
何
ら
か
の
影
響
を
与
え

た
可
能
性
が
あ
る
。
ま
た
、
一
八
八
三
年
九
月
に
、
マ
カ
ー
ト
ニ
ー

三
二
八
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清
朝
在
外
公
館
に
お
け
る
西
洋
人
ス
タ
ッ
フ
の
外
交
活
動
に
関
す
る
考
察　
　

バ
レ
ッ
ト

は
個
人
の
意
見
と
し
て
、
プ
ラ
ン
ケ
ッ
ト
に
対
し
て
清
仏
間
で
「
安

南
の
フ
ラ
ン
ス
へ
の
割
譲
を
前
提
と
し
た
取
り
決
め
が
な
さ
れ
な
い

理
由
が
見
出
せ
な
い
」
と
述
べ
た
こ
と
が
あ
り
、
マ
カ
ー
ト
ニ
ー
が

曾
を
説
得
し
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。FO

422/1, M
r. Plunkett to 

Earl G
ranville, N

o. 102, Sept. 1 9 1883

を
参
照
。

（
52
）　

岡
本
前
掲
註
（
1
）
書
、
一
八
七
頁
。

（
53
）　

岡
本
隆
司
「
清
末
の
対
外
体
制
と
対
外
関
係
」
飯
島
渉
・
久
保

亨
・
村
田
雄
二
郎
編
『
シ
リ
ー
ズ
20
世
紀
中
国
史
Ⅰ
：
中
華
世
界
と

近
代
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
九
年
、
三
一
頁
。

（
54
）　Archives, Vol. 2, N

o.1267, C
am

pbell to H
art, N

ov. 2 8 1884, 

p.126.

（
55
）　Ibid.

（
56
）　

岡
本
前
掲
註
（
1
）
書
、
一
八
七
頁
。『
外
交
史
料
』
巻
四
十

九
、「
使
英
曾
紀
澤
致
總
署
與
法
廷
磋
商
和
約
電
」
光
緒
一
〇
年
一
〇

月
初
一
〇
日
、
一
五
頁
。

（
57
）　FO

422/2, Earl G
ranville to V

iscount Lyons, N
o. 726, confi-

dential, N
ov. 2 4 1884.

（
58
）　Archives, Vol. 2, N

o.1267, C
am

pbell to H
art, N

ov. 2 8 1884, 

pp.126–127. FO
422/2, Earl G

ranville to Viscount Lyons, N
o. 726, 

confidential, N
ov. 2 4 1884.

（
59
）　
『
外
交
史
料
』
巻
四
十
九
、「
使
英
曾
紀
澤
致
總
署
與
法
廷
磋
商
和

約
電
」
光
緒
一
〇
年
一
〇
月
初
一
〇
日
、
一
五
頁
。Archives, Vol. 2, 

N
o.1267, C

am
pbell to H

art, N
ov. 2 8 1884, p.127.

（
60
）　
『
外
交
史
料
』
巻
四
十
九
、「
旨
飭
曾
紀
澤
應
付
合
議
辦
法
電
」

光
緒
一
〇
年
一
〇
月
初
一
一
日
、
一
七
頁
。Archives, Vol. 2, 

N
o.1267, C

am
pbell to H

art, N
ov. 2 8 1884, p.127.

（
61
）　FO

422/2, Earl G
ranville to Sir H

. Parkes, N
o. 765, D

ec.1 

1884.

（
62
）　Ferry, J. &

 R
obiquet, P., D

iscours et O
pinions de Jules Fer-

ry, Paris: A
rm

and C
olin &

 C
ie, 1897, tom

e 5, pp.480–481.

（
63
）　FO

422/2, Earl G
ranville to Sir H

. Parkes, N
o. 792, D

ec. 3 

1884.

（
64
）　FO

422/2,   M
em

orandum
   of   C

om
m

unication   received   by 

Earl G
ranville from

 the M
arquis Tsêng, N

o. 792, D
ec. 3 1884.

（
65
）　Archives, Vol. 3, Telegram

 N
o. 1009, H

art to Cam
pbell, N

o. 162, 

D
ec. 1 2 1884, p.1148.

（
66
）　Ibid.,Vol. 3, Telegram

 N
o. 1012, H

art to C
am

pbell, N
o. 164, 

D
ec. 1 4 1884, p.1148.

（
67
）　FO

422/2, N
o. 863, Earl G

ranville to Sir H
. Parkes. Foreign 

O
ffice, D

ec. 2 4 1884. 
（
68
）　Ibid.

（
69
）　FO

422/2, N
o. 895, V

iscount Lyons to Earl G
ranville, Paris, 

三
二
九
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東
　
　
洋
　
　
学
　
　
報

第
一
〇
〇
巻
　

第
三
号

D
ec. 3 0 1884.

（
70
）　B

oulger, op. cit., p. 385.

（
71
）　Ibid., pp.385–386.

（
72
）　Ibid., p.387.

（
73
）　

リ
ゴ
ー
ダ
ン
の
フ
ル
ネ
ー
ム
は
不
明
で
あ
る
。

（
74
）　Archives, Vol. 2, N

o.1340, C
am

pbell to H
art, A

ug. 1 4 1885, 

p.219.

（
75
）　B

oulger, op. cit., p.393.

（
76
）　

一
一
月
の
条
約
案
で
は
、
境
界
線
と
し
て
、
ど
の
点
か
ら
ど
の

点
ま
で
線
を
引
く
べ
き
か
が
明
記
さ
れ
て
い
た
の
に
対
し
、
今
回
の

条
約
案
で
は
そ
れ
が
明
記
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
ワ
デ
ィ
ン
ト
ン
は

一
一
月
に
こ
の
項
目
に
難
色
を
示
し
て
い
た
た
め
、
そ
れ
を
考
慮
し

た
修
正
だ
と
推
測
さ
れ
る
。

（
77
）　

李
前
掲
註
（
４
）
書
、
二
三
九
頁
。

（
78
）　B

oulger, op. cit. pp.388–392, M
A

E/C
PC

 67, Projet de Traité 

entre la France et la C
hine, Londres, 1 0 m

ars 1885, N
o. 220–

226.

（
79
）　

岡
本
前
掲
註
（
１
）
書
、
一
九
五
頁
。

（
80
）　Archives, Vol. 3, Tel. N

o. 1079, C
am

pbell to H
art, N

o. 331, 

Feb. 2 6 1885, p.1159.

（
81
）　Ibid., Vol. 3, Tel. N

o.1052, Cam
pbell to H

art, N
o. 316, Jan. 2 5 

1885, p.1155, Archives, Vol. 2, N
o.1296, Cam

pbell to H
art, M

ar. 1 3 

1885 p.164, Archives, Vol. 3, Tel. N
o. 1103, C

am
pbell to H

art, 

N
o. 343, M

ar. 1 7 1885, p.1164.

（
82
）　M

A
E/C

PC
 67, M

inistère des Finances à Jules Ferry, Paris, 

le 1 5 m
ars 1885, N

o. 254.

（
83
）　B

oulger, op.cit., p.393.

（
84
）　
『
外
交
史
料
』
卷
五
十
四
、「
使
英
曾
紀
澤
致
總
署
法
外
部
來
問

和
局
可
否
與
商
電
」
光
緒
一
一
年
正
月
三
〇
日
、
一
四
〜
一
五
頁
。

（
85
）　
『
李
鴻
章
全
集
（
一
）
電
稿
』「
譯
署
致
曾
侯
」
光
緒
十
一
年
二

月
初
一
日
、
四
五
四
頁
。

（
86
）　Archives, Vol. 2, N

o.1293, C
am

pbell to H
art, Feb. 2 7 1885, 

p.159, Ibid., Vol. 2, N
o.1296, C

am
pbell to H

art, M
ar. 1 3 1885, 

p.165.

（
87
）　Archives, Vol. 2, N

o.1340, C
am

pbell to H
art, A

ug. 1 4 1885, 

p.219.

（
88
）　Ibid.

（
89
）　W

right, op. cit., p.529.

（
90
）　U

n diplom
ate

［A
lbert B

illot

］. L’affaire du Tonkin: H
istoire 

diplom
atique de l’establissem

ent de notre protectorat sur l’An-

nam
 et de notre conflit avec C

hine, 1882–1885, Paris: J. H
etzel et 

C
ie., ［1885

］, p.349.

三
三
〇



93

清
朝
在
外
公
館
に
お
け
る
西
洋
人
ス
タ
ッ
フ
の
外
交
活
動
に
関
す
る
考
察　
　

バ
レ
ッ
ト

（
91
）　

前
掲
註
（
77
）
を
参
照
。

（
92
）　N

ational Library of W
ales, Stuart R

endel Papers, N
o. 1754, 

R
obert H

art to Stuart R
endel, July 1 4 1885.

（
93
）　

ハ
ー
ト
と
フ
ェ
リ
と
の
交
渉
が
続
く
一
方
、
そ
れ
以
外
の
和
解

の
試
み
が
同
時
に
行
わ
れ
た
こ
と
は
、
両
者
が
そ
の
「
守
秘
義
務
」

を
然
る
べ
く
果
た
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
起
こ
り
得
た
こ
と
で
あ
っ
た

と
も
推
測
で
き
る
。
な
お
、
こ
う
し
た
状
況
は
マ
カ
ー
ト
ニ
ー
と
キ
ャ

ン
ベ
ル
、
ハ
ー
ト
と
の
関
係
の
悪
化
を
も
た
ら
し
た
よ
う
で
あ
る
。

マ
カ
ー
ト
ニ
ー
が
パ
リ
議
定
書
締
結
の
報
に
接
す
る
と
、
自
ら
が
作

成
し
た
条
約
案
を
キ
ャ
ン
ベ
ル
が
パ
リ
に
持
ち
込
ん
で
交
渉
し
た
と

勘
違
い
し
た
。
マ
カ
ー
ト
ニ
ー
は
そ
の
見
解
を
新
聞
記
者
に
も
伝
え

た
た
め
、
い
く
つ
か
の
誤
っ
た
報
道
が
な
さ
れ
、
ハ
ー
ト
ら
の
怒
り

を
買
う
結
果
と
な
っ
た
（Archives, Vol. 2, N
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art to C
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p-

bell, O
ct. 3 1885, p.235

とIbid., Vol. 2, N
o.1362, C

am
pbell to 

H
art, O

ct. 2 3 1885, pp.244–245

を
参
照
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マ
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ー
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ー
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く
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赫
徳
与
馬
格
里
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東
方
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壇
』
第
一
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、
二
〇
〇
九
年
を
参
照
）、
ま
た
の
ち
の
清
英

ビ
ル
マ
・
チ
ベ
ッ
ト
協
定
を
め
ぐ
る
交
渉
に
お
い
て
も
、
方
針
の
違

い
に
よ
り
対
立
し
た
（
箱
田
恵
子
『
外
交
官
の
誕
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近
代
中
国

の
対
外
態
勢
の
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と
在
外
公
館
』
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
一

二
年
、
第
四
章
を
参
照
）。

（
東
京
大
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
・

日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員
D
C
2
）
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central government, as increasing intervention in the governance of Beijing 
became one part of the Jiaqing Era reforms. 
     Despite such imperial efforts to strengthen social order in the capital 
city, from the middle of the Jiaqing Era on, the poor and transient population 
of Beijing began to increase, as shown by the rising outlays for the transient 
shelters (qiliusuo 棲流所 ) which the government operated, exceeding the 
original funding. This crisis continued to plague Beijing’s citizenry. 
Therefore, the private sector began distributing food actively with the 
governmental support. Here we can see how the private sector supplemented 
the often inadequate and delayed measures being taken by the government, 
which in turn approved and actively supported these private efforts in order to 
incorporate them into the city governance.

The Role of Western Staff in Qing China’s Legations: 
Halliday Macartney and the Sino-French War

Thomas P. BARRETT

     The Qing’s fledgling diplomatic system in the late 19th century was 
supported both domestically and abroad by Westerners employed as 
diplomatic staff in its legations and consulates; as auxiliary advisors primarily 
outsourced from the Imperial Maritime Customs Service on an ad-hoc basis 
by provincial governors; and by Robert Hart, Inspector General of the 
Imperial Maritime Customs Service. However, scholars have yet to provide 
an in-depth analysis of the role and signifi cance of the Western staff in the 
Qing’s legations and consulates.
     In order to begin to clarify the role of such individuals, this paper 
analyses the function of Halliday Macartney, a Scotsman who served as 
Counsellor to the Qing Legation in London, in informal negotiations during 
the Sino-French War which were overseen by his direct superior Zeng Jize, 
the then incumbent Qing Minister to Britain and Russia.
     Past studies have typically portrayed Zeng’s diplomacy as a 
singlehanded effort, and have failed to recognise the contributions of 
Macartney. This author demonstrates how, in the case of Zeng’s diplomacy 

iii



during the Sino-French War, while ultimate accountability lay with Zeng, 
Macartney was responsible for: (1) overseeing informal negotiations with 
agents of the French government; (2) acting as go-between for the Qing 
Legation with the British Foreign Office when attempting to elicit both 
formal and informal British assistance; and (3) drawing up all treaty drafts 
produced by the Qing London Legation in this period.
     Moreover, this paper demonstrates how Macartney’s bicultural identity 
and bicultural understanding benefi ted the Qing side in these negotiations. It 
argues that Macartney’s social standing within European society, and the 
concomitant personal networks it enabled, helped to initiate the informal 
negotiations referred to above. It further demonstrates how Macartney’s 
multilingual talents and familiarity with both traditional Chinese and 
Westphalian systems of interstate relations enabled him, in a last-ditch 
attempt at achieving rapprochement between the two parties, to clarify for the 
French side the enigmatic demands of the Qing relating to a purely nominal 
acceptance of the continuation of the ‘suzerain-dependency’ relationship 
between China and Vietnam, after accepting French sovereignty over 
Vietnam. 
     The author concludes that Zeng’s diplomacy ought to be interpreted in 
light of these contributions by Macartney.

Some Problems of the Xitan zi ji (悉曇字記) Shown by the Forms of Siddham 
Letters: A Focus on the Letters of the Initial Long Ī, Cha, and Ḍha

HASHIMOTO Takako

     The Siddham Script derives from the northern Indian script used from 
the sixth through the tenth centuries. It was introduced to East Asia along 
with Buddhism. Zhiguang, an eighth-century Chinese monk, wrote the highly 
regarded Xitan zi ji (悉曇字記 , “An Explanation of Siddham Letters”) to 
explain Siddham spelling and pronunciation. However, the forms of the 
letters representing the initial long ī, cha, and ḍha in the Xitan zi ji are different 
from those used in northern India. According to textual research on Siddham 
learning in Tang China, the causes and background of the use of these three 
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